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議事日程（第１８号） 

日程第 １ 一般質問（ ５ 人 ） 

 

 

本日の会議に付した事件 

日程第 １ 一般質問（ ５ 人 ） 

 

 

午前１０時００分 開 会 

 

●議会事務局長（山本 祐二君）  御起立ください。礼。おはようございます。着席ください。 

◎副議長（森岡 勉君） ただいまの出席議員は１３人です。定足数に達していますので、これから本日の会

議を開きます。本日の議事日程は御手元に配付のとおりです。 

日程第１ 一般質問 

◎副議長（森岡 勉君） 日程第１、一般質問を行います。順番に発言を許します。まず、２番岩本恭典議員

の一般質問です。 

○議員（２番 岩本 恭典君）  議長。 

◎副議長（森岡 勉君）  ２番、岩本恭典議員。 

○議員（２番 岩本 恭典君）  はい。２番岩本です。２日目の一般質問ということで、まずトップバッター

で質問させていただきます。なかなかコロナウイルスの感染が止まりません。今日の新聞に書いてありまし

たが、昨日の県内の感染者が２,２３６人。９月７日以降２,０００人を超えたということで先週の同じ曜日

に加えて、３割強ということをでした。国のほうもですね、いろんな対策をしていると思います。経口薬も

認可してですね。感染症の分類を２類から５類に落とそうと考えているところなんで私たちも我慢のしどこ

ろのとこですが、やはり経済が回っていくようになるべくですね、従来の感染対策もしながら、年末年始に

かけていろんな行事等も控えておりますので、できるだけできるような方向に持っていければと思っていま

す。それでは通告書に従い、２問、２点質問させていきます。まず１点目ですけどマイナンバーカードにつ

いてです。これは昨日７番議員のほうからマイナンバーカードについての質問があってますので、１番目の

交付状況と申請率向上のための今後の計画については担当課のほうから御説明がありましたので、若干後で

加えてそのことについても質問したいと思います。ただし進行上別の面から質問を行いたいと思いますが、

重複する部分もあり、あると思いますのでその辺は御了承いただきたいと思います。まず昨日の説明の中で

１１、２０２２年の１１月２７日時点で、全国のマイナンバーカードの交付、交付率が５３.５％。取得申

請率が６０.１％ですね。この取得申請率は、申請から交付まで１か月ぐらいかかるということで多いわけ

ですけど。そんな中であさぎり町においては、１１月２７日時点で、４５.８９％、取得申請率が６１.９

８％ということでした。町のほうもこのマイナンバーカードについては、目的がですね国民の利便性の向上

あるいは行政の効率化、公平公正な社会の実現を実現ということで、町のほうも頑張ってもらっていろんな
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交付のための手当、手当てを打ってもらってですね頑張っていただいているところなんですが、せんだって

の新聞でこれも新聞なんですけど、政府がですね、２０２２年度の第２次補正予算でデジタル田園都市国家

構想交付金として８００億円を計上しております。そんな中でですね、マイナンバーカードの配分枠として

ですね、横展開事例創出型、高度利用型、データー連携基盤活用型、優良モデル導入支援型という枠がある

と聞いてます。この辺の部分はちょっとよく分からないのでデジタル政策審議監のほうにお尋ねしたいと思

います。 

◎副議長（森岡 勉君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  マイナンバーカードにつきましては昨日も豊永議員のほうから質問がありました

が、やはり国が目指すのはマイナンバーカードでですね、いろんな仕事の効率化をやっていく。例えばこれ

を保険証と連携させることで仮に旅行先で病院にかかっても、全ての履歴が分かる。あるいは、かかりつけ

医で調べてもらって、また中核病院にまた再検査に行ったときでもそれまでのデータが使える。それによっ

てですね、的確な治療ができるようになる。あるいはこれからソサエティ５.０が進むときに、家にいなが

らもうリモートでお医者さんの診察を受ける。そういうときもマイナンバーカードを持ってると全ての履歴

が見れるというようないろんな利点が来るんだろうと思いますが、そういうところがですね、まだ十分に国

民に説明されていない。まだまだ、広報が必要な段階で取得率が先に伸び、言われているというところで、

担当も非常に苦労しながら取得率を上げているところですが、議員おっしゃるとおりデジタル田園都市国家

構想の中でですね、交付金が増えております。そういうのを活用するために私たちも審議監と一緒になって

いろいろと事業を取り組んでおりますので、これ以降は審議監のほうから答弁させていただきたいと思いま

す。 

◎副議長（森岡 勉君）  中野デジタル政策審議監。 

●デジタル政策審議監（中野 裕登君）  はい。お答えいたします。今しがた議員のほうから御質問いただき

ましたデジタル田園都市構想交付金につきまして、現時点で事務局のほうから聞いている情報を共有させて

いただければと思います。まず交付金のタイプなんですけれども大きく分けてデジタル実装タイプと呼ばれ

ているものと、議員先ほど御発言ございました地方創生拠点整備タイプというものと大きく二つに分かれて

おります。後者の地方創生拠点整備交付タイプのほうにつきましては、例えばテレワークす拠点ですとか、

そういったいわゆる箱物をつくるような交付金と捉えていただけると簡単かなと思います。他方でデジタル

実装タイプと呼ばれているものなんですけれども、こちらも先ほど議員から御発言ありました横展開事例創

出型ですとか、幾つか交付金のメニューというものが四つ程度に分かれているところでございます。それぞ

れ詳細を申し上げるとなかなか時間がかかってしまいますので、概要だけちょっとお伝えさせていただけれ

ばと思います。まずタイプなんですけれども、タイプⅠタイプⅡタイプⅢそして横展開事例創出型、この四

つに大きく分けられております。タイプⅠというのがですね、優良モデル導入支援型と呼ばれておりまして、

これ具体的にどういったものかと申しますと他の地域とほかの地域でですね既に確立されている優良なモデ

ルサービスを活用して迅速に横展開する取組を支援するものということで、ほかの国内のほかの地域で既に

成功してると申しますか、実装されているサービスをあさぎり町には持ってくるというようなときには、支
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援が受けられるメニューというのがタイプⅠ。そしてタイプⅡと呼ばれているものがデータ連携基盤活用型

と言われておりまして、こちらも事務局から聞いているものですとオープンなデータ連携基盤を活用し、複

数のサービス実装を伴うモデルケースとなりうる取組を対象として支援しますよ。交付金を使っていろいろ

なデジタルサービスというものを導入していくんですけれども、個々のデジタルサービスがそれぞれデータ

を収集、分析するだけでは、なかなか勿体ないですよねということで、各サービスが共通して乗っかること

ができる基盤というものを整備して、町一体として一つプラットフォームをつくっていきましょうというも

のがタイプⅡ。そしてタイプⅢと呼ばれているものが、マイナンバーカード高度利用型とこれ令和５年当初

来年度の予算の交付金において、少し名称が令和４年度から変わったものになるんですけれども令和５年度

はマイナンバーカード高度利用型という形で実施される予定でございまして、具体的には新規性の高いマイ

ナンバーカードの用途開拓に資する取組を対象として支援しますよ。マイナンバーカードが使えるメリット

っていうところがですね、今幾つかあるところではあるんですけれども、まだまだ開拓の余地があるよねと。

いうところでそういった取組を支援するものになっております。そして通告でもいただいておりました、横

展開事例創出型。こちらがですね令和４年度補正予算の限定で実施されるものと聞いておりますけれども、

こちらがですね、今年の１１月時点で提供されてる情報によりますとちょっとこれだけ少し詳しく概要を申

し上げます。まずその目的なんですけれどもマイナンバーカードの普及率が高い団体において、普及率が高

いからこそ実施するメリットが大きいマイナンバーカードの利用の取組を実施し、全国への横展開モデルと

なるマイナンバーカード利用の先行事例をつくると。先ほど申し上げましたタイプⅢマイナンバーカード高

度利用型に、さらに追加的にという正確かどうかちょっと分かりませんけれども、横展開を図る、ほかの地

域にもあさぎり町であればあさぎり町がつくった先進的なモデルをほかの地域にも輸出していこうと、そう

いったところも含めて、やる取組については支援をしますよということで、対象団体がマイナンバーカード

の普及率が高い団体となっておりますので、申請率７割以上というのが求められているところでございます。

こちらがですねちょっと現時点ではいつ時点で申請率７割を求められるのかというところは、明らかになっ

ておりませんので御容赦いただければと思います。で、対象の事業なんですけれども、マイナンバーカード

の普及が高い団体が実施するその団体内におけるカードの新規用途の開拓かつ、他の地域における横展開が

容易な取組ということで、先ほど申し上げましたほかの地域へのサービスの輸出。そこが容易な独自のつく

り込みを余りしていないようなものというのが採択を受けやすいのかなあと、これはちょっと私の所感でご

ざいますけれども感じているところでございます。各支援の事業費が３億円、補助率は１０分の１０と、非

常に補助の度合いは高いものになっているんですけれどもその反面で、なかなか対象の団体ですとか、対象

の事業のハードルもそれなりに高いというようなものになっている、そういったところでございます。最後

にちょっとそのタイプⅠ、Ⅱ、Ⅲ、マイナンバーカード横展開事例創出型、これについてもう１点だけマイ

ナンバーカードとの関係で申し上げておきますと、タイプⅠ、Ⅱのところはですね、マイナンバーカードを

何らか利活用する取組であると採択に向けた審査の段階で加点があるというふうな形で言われております。

一方でタイプⅢと横展開事例創出型につきましては、マイナンバーカードの新しい利用方法を開拓するとい

うところがございますので、当然マイナンバーカードに関するものであって、かつマイナンバーカードの普
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及状況というのが先ほど横展開事例の創出型のところでお話ししましたけれども、一定の申請要件として定

められているところでございます。はい、現時点で私のほうで把握しております交付金の概要というのは以

上になります。 

◎副議長（森岡 勉君）  ２番、岩本恭典議員。 

○議員（２番 岩本 恭典君）  はい。分かりやすい説明ありがとうございました。そういったタイプがある

中で現在ですねあさぎり町としてデジタル審議監が考えるですね、こういう支援いろんな配分の型を考えて、

な、これならできるんじゃないかっていう何かこう考えっていうのを持っておられるのか、その辺の部分を

ちょっと聞きたいんですけど。 

◎副議長（森岡 勉君）  中野デジタル政策審議監。 

●デジタル政策審議監（中野 裕登君）  お答えいたします。私のほうでも今このデジタル田園都市構想交付

金がですね１２月上旬から２月上旬中旬あたりすいませんちょっとここうろ覚えですけれどもあたりがです

ね、申請の期限という形で事前にアナウンスされているところでございますので、何らか申請できるものが

あれば準備をしてまいりたいと思って情報収集を行っている段階でございます。で、恐らくその交付金今申

し上げたメニューの中で何を使うのかというところで申し上げますと、先ほどちょっと御指摘のあったその

横展開事例創出型。こちらやはり申請率７割以上という高い要件がございますので、今ちょっとあさぎり町

の申請率というのが６割ちょっと、なかなかこれを１０％まで上げる、１０％、１０ポイント上げるという

ことになるとですね、１,０００人以上の方の申請をお願いしなければいけないということになってですね。

もちろん先ほど、昨日豊永議員に対して申し上げたとおり７割以上というところを目標に頑張っていこうと

考えているんですけれども、期限との関係でそこが間に合うのかどうか、そこは少し現実的には難しいとこ

ろもあるのかなと考えております。従って交付金のメニューとして使っていくことを考えるところとしては、

デジタル実装タイプⅠ。他の地域で取組がされているものについて輸入を受けると申しますか、横展開を実

施するもの。こちらになろうかと思っております。現時点で担当課と一部協議しているところとしては、町

内で抱えている審議会ですとか、そういったところのなかなか機密性の高い資料を扱うものも、がですね今

紙で機密性の高い資料を受渡しているものがあると聞いておりますので、ここの電子化に関するその交付金

の補助金というものをいただけないかっていうところは中で議論しているところでございますし、最近ちょ

っとここからはちょっとすいませんほんとにあくまで私が考えていることということになってしまうんです

けれども、もろもろ今、住民票のコンビニ交付ですとか、そういったところがあさぎり町ではなかなか費用

対効果の関係で導入が出来ていないところなんですけれども、このあたりもデジタル田園都市構想交付金が

使えるというような情報を最近入手いたしましたので、もちろん前回の検討の時に費用対効果の関係で断念

したというところも聞いておりますので、その辺りまた改めて踏まえてですね、交付金を受けることでその

辺りの問題をクリアできるのであれば、そういったところも活用を視野に入れて検討してまいりたいなと思

っている次第です。 

◎副議長（森岡 勉君）  岩本恭典議員。 

○議員（２番 岩本 恭典君）  ありがとうございます。私もちょうどそのコンビニの住民票とかの各種証明
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書の発行ですね、審議監が言われてるとおりこれを使って出来ないかなという考えを持っておりました。あ

ともう一つですね私が考えて、私の考えですけど、一応今町の例えば健幸ポイント、いろんな教室とか受け

れば健幸ポイントがあると。それをマイナンバーカードと連携して、マイナンバーカードの中にその情報を

取り入れる。後あるいはですね、今町でやってる子ども医療助成制度ですね。これもちろんインターネット

で申請が出来ます。しかしながら、これ最終的に領収書の原本を町に持っていかなきゃいけないんですね。

そういったはやっぱ煩雑さとか面倒な部分があるもんですから、せっかくインターネットでやってるならで

すね、その辺をマイナンバーと連携しながら例えば領収書のかわりの支払い証明書であり、そういうものは

取れるはずなんで、それをスマホを使って私、ここに持ってます。いろんな情報とにマイナンバーとスマホ

でこうやって、今マイナポータルというサイトの中で病院の内容であったり、そういうのは全部取れるよう

になってます。そういった感じでですね、ナンバーカードを使ってそういった領収証、支払い証明書を出来

てそれをもう役場、役場のほうでできるというシステムをですね、つくってしまえば、大分楽になるんじゃ

ないかなと。それともう一つが先ほど言ったコンビニの各証明書の発行なんですけど。例えばですね役場内

にそういう発行機を作って、そしてそこでいろんな住民票であり戸籍でありいろんな証明書、各納税証明書

であり、そういうものが機械でそこでマイナンバーカード使えば自分で取れますよと。そしたら物すごくそ

の課によっては、煩雑な部分がなくなってくると思うんですね。それも私は目新しいことじゃないか、いろ

んな調理いうのを、そういった、例えば施設なんかにもそういう機械を置いてですね、取れるようにしてお

けばですね、コンビニじゃなくても、例えば私やっぱ戸籍謄本なんかが兄弟がやっぱわざわざ私が送ったり

する部分があるもんで、それも当然そういうふうになっていくだろうと思いますけど、そこでとれるように

なってくの前に簡単にそういったシステムを作ってしまう。町独自のですね。そのためにこの横展開型を作

るのも、これを知れば多分他町村の方もまねするんじゃないかなと思って、できればそういうことができる

ようにまずは申請率を上げなきゃいけないということはありますけど、そういうことができるんですよって

いう中で、もう少しこのマイナンバーカードの使い勝手があるようなですね宣伝のやり方を作っていく。そ

れは年代に別に分けてですね、例えば若い人だったらさっき言った医療費の原本を持って、領収書の原本持

っていかなくていいですよっていうことも出来ますし、年配の方であれば簡単にそういうことがこれも最終

的には銀行カードなんかと連携して、もうマイナンバーカードで全部が出来ますよという体制になっていく

と思います。それを見越してですねそういった簡単なやり方でできるようなことを高齢の方にもちゃんと教

えて、どういう利便性があるのかっていうのをちゃんと教えて、普及率を上げていくということが必要だと

思いますね。そういうのを私は考えてるんですけど。審議監はどうそれに対してどういう、考えを持ってお

られるのか、お願いします。 

◎副議長（森岡 勉君）  中野デジタル政策審議監。 

●デジタル政策審議監（中野 裕登君）  お答えいたします。御指摘のとおりマイナンバーカードのメリット

を新たに創出するということはですね、マイナンバーカードそのものの取得を促進する観点からも非常に重

要であると考えております。国においてもデジタル庁総務省筆頭にですね、新たなメリットをつくるという

ところ努力されているものと承知しておりますけれども。一方で町独自でもですね、やれることをやって取
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得促進のために取得していただけるために、メリットをつくるということは重要であると、そこは思いを共

通するところかなと感じております。御提案の内容についてなんですけれども、例えば償還払いの話ですと

か、そういったところは庁内でも検討をしているところはあると聞いておりますが、中々その領収書の診断

判定ですとか、そういったところに課題があると聞いておりますので、そこをですねそれこそデジタル技術

マイナンバーカードの電子署名技術なんかを使ってですねクリアできるのかどうか。そういった各課題を担

当課と協議をしてですね、何ができるのか出来ないのか、洗い出した上でもし対応可能だというところがあ

ればですねそこは積極的に私としても、今回の交付金使ってですね、何かシステムなりサービスなりを新た

につくっていけないか、そこは検討していきたいと考えております。また広報の仕方についてもですね年代

別に見せ方を変えたらいいのではないかというところ、これちょっと私も今お聞きしながら目からうろこだ

ったところもございますので、是非ちょっとそこは真似をさせていただいてですね、進めていければと思っ

ております。またちょっと話は少し逸れてしまうかもしれませんけれども、手続、申請手続に関する電子化

というところについては、デジタル庁主導のもとでマイナポータルを活用してですね、電子申請ができるよ

うにというところが徐々に進められているところでございます。あさぎり町においてもですね、担当課と協

働した上でそこは着実に進めていけるように今内部で調整を行っているところでございますので、リリース

の報道をお待ちいただければと思います。以上です。 

◎副議長（森岡 勉君）  岩本恭典議員。 

○議員（２番 岩本 恭典君）  はい。ありがとうございます。私の意見を取り入れてもらって大変助かりま

す。それとですね枠の中でいろんな新しいそういうアイデアですね。やっぱそういうのを中々役場内で考え

てくださいっても限界があると思うんですね。それはやっぱり使うほうの町民の方、こういう人たちに、ど

ういうものがあればこういうマイナンバーカードをつくりますかということをやっぱ聞かれてですね。それ

をひとつのいろんなアイデアがあると思うんですね。いろんなアイデアが一人一人あるんで、その中でいい

ものを取り入れていくっていうことも必要じゃないかなと。それもやっぱマイナンバーカード発行をするた

めの一つの手段。これはもうアンケート取るとかいうと、お金もかかりますんで例えばホームページ上にそ

ういう案内を出してですね、ホームページ上でそういったいろんなアイデアがあればお聞かせくださいとい

うことで、メールかなんかでしてもらって、その中でいいものを本当に町民がどういうのを本当に奇抜な発

想があると思うんで、それもなかなか面白いんじゃないかなと思ってますけど、その辺はいかがでしょうか。 

◎副議長（森岡 勉君）  中野デジタル政策審議監。 

●デジタル政策審議監（中野 裕登君）  はい。お答えいたします。マイナンバーの利用方法について正直申

し上げると、この役場の人間だけで考えるというところは御指摘のとおり限界があるものと思っております。

従って私といたしましても例えば各種電気通信事業者ですとかベンダーさんですとか、そういったところと

やりとりはしていかなければならないんだろうなと思っているところではあり、またおっしゃるとおり町民

の方々の御意見も伺いながらですね進めていくべきものと考えております。町民の意見の伺い方というとこ

ろにつきましては、議員御提案のような対応をさせていただくのか、あるいはデジタル推進協議会のような

有識者に集まっていただいてる場で検討させていただくのか、ちょっとそこは中で議論させていただければ
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と思いますが。そういった観点も重要だということは承知しておりますことをお伝えさせていただければと

思います。以上です。 

◎副議長（森岡 勉君）  岩本恭典議員。 

○議員（２番 岩本 恭典君）  是非その辺は進めていただいて、本当いろんなアイデアが出ると思うんで、

こういうのもあったのかと。先ほど審議監言われたように目からうろこのようなアイデアも出るかもしれま

せんので是非、そういう有識者ばかりじゃなくてですね一般の町民の方にもそういう意見を聞いてもらうの

は、私は本当に大事なことじゃないかなと思う、思いますんでよろしくお願いします。その中でですねちょ

っと町民課長にお伺いしたいのが、いろんなとこで普及かつ普及というか交付を上げるためのことをしてる

コロナ会場でもそういったことを行ってるっていうことなんですけど、例えば私が考えたのが老人会のいろ

んな集まりの時に先ほど言った年代別のよさを説明してもらって、高齢の方にはこういうことが得なんです

よただ申請が難しいのでこういうとこで出張で受け付けますよっていうことを言うとか、あるいは健幸教室

に出向いてですね、そういったものを説明して、若い人、健康の教室のほうは高齢から若い人もいるんで、

そういった健康に何か特化したような事でマイナンバーカードを利用できるようなメリットを言って、そこ

で普及率を上げるっていうのも一つの手だと思うんですけど、その辺の考えとはどういう考えをよろしいで

しょうか。 

◎副議長（森岡 勉君）  山口町民課長。 

●町民課長（山口 和久君）  はい。確かに今後の取組ということで、今議員言われたとおりそういうのも検

討はしてたんですけど、なかなかコロナ禍でですね、ちょっと思うようにも進まない。また、うち自体がち

ょっと申請の受け付けでですね、追われておりましてですね。非常に外に出て出張申請にお伺いするのが、

なかなか出来ておりません。確かに介護施設あたりからのですね要望も来ておりますので、今後はですね１

２月を目処に大体マイナポイントが対象となりますので、そこで一つ落ち着くのかなあという判断をしてお

ります。後回しにして申し訳ないんですが、その後でもですね、ちょっと少しずつ検討していければなと思

っております。以上です。 

◎副議長（森岡 勉君）  岩本恭典議員。 

○議員（２番 岩本 恭典君）  はい。分かりました。すいません先ほどの発言の中で、私老人会と言ってま

したがすいません敬老会と訂正させていただきますので、よろしくお願いします。今言われた課長のほうか

ら言われたように、いろんなとこですね、敬老会であったり、１００歳体操のそういうところで、今からそ

ういうなかなかいろんな仕事もありますんで出来ない部分もあるかもしれないけど、これを１回広めるとで

すね、あとは楽だと思うんですよね。いろんなことをやるのにですね。だから、その辺も考えていただいて、

ここ町長何年かの中で一気に広めるためにそういう人をですね専門にこう置いて、例えば説明そして普及率

を伸ばすためのですね、担当を置いても私はいいんじゃないかなとだらだらだらだらしていくよりも、もう

一気にここ何年かで、そういう方向で担当を決めてですね、その人にはあそこで専門で行ってやるっていう

方も、いうことも必要だと思うんですけど町長の考えを。 

◎副議長（森岡 勉君）  町長。 
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●町長（尾鷹 一範君）  はい。今町民課のほうでですね、一生懸命お休みの日も返上したりしてやってもら

ってますが、まだマイナンバーカード登録する器具がですね、今注文してるんですが、今現在のこういう状

況で納品されるまでまだしばらく時間がかかるということで、まだちょっと戦力不足というかですね、道具

が足りてないというところがあります。で、業者のほうにも催促をお願いしているところですので、そうい

う備品がそろってくるとですね、あとは今度は人をつけてそういうところでいろんな取組もできると思いま

すので、今議員言われるようにですね、そういう専門の担当者をつけてやっていくかについては、また今後

協議していきたいと思います。 

◎副議長（森岡 勉君）  岩本恭典議員。 

○議員（２番 岩本 恭典君）  是非お願いしてですね、これが本当にできれば１００％になるようにですね

なって欲しいなと私は。確かにセキュリティーの問題でいろいろあると思います。ただし、このセキュリテ

ィーに関してはですねガバメントクラウドを使っていくこともある。し、皆さん御存じのブロックチェーン

あたりのですね技術を取り入れて、そういったセキュリティーをやっていくということもできると思うんで、

場合によってはですね。そういうのも、使ってですね、是非やっぱそういう心配もなさる方もいらっしゃる

んで、個人情報の漏えいとか。だけどはるかにこれはマイナンバーカードのほうが、他のカードよりはるか

に私はセキュリティー部分に関しては高いセキュリティーを持ってるんじゃないかなって。これからまだま

だそのセキュリティーを伸ばしていくんじゃないかなと思ってますんで、是非その辺を考えていただいて、

普及に頑張っていただければと思います。次の質問に移りたいと思います。９月の定例議会において私町長

の、来年の町長の選挙の出馬の意向についてお聞きしたいと思います。その時は町長は保留されておりまし

たが、改めてですね来年の町長選に対する町長選挙に対する出馬の意向についてお伺いいたします。 

◎副議長（森岡 勉君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  はい。先ほど岩本議員言われたようにですね、９月議会で一応お尋ねがあったんで

すがちょうどその時はコロナの第６波、それから第７波が始まりまして、なかなか私自身町内をいろいろ御

意見を伺いに回ることが出来ませんでしたので、あの時は返事を保留させていただきました。その後コロナ

も落ちつきましたので後援会の方々や一般町民の皆さんからもですね、いろんな意見をお伺いしながら、皆

さんからですね健康に留意して頑張ってほしいという大方の意見をいただきましたので、私が１期目で取り

組んできましたいろんな地域振興の事業。それからやはりこれから次世代を担っていくような人材の発掘、

育成。それをですね、引き続きやっていきたいという意欲がありますので来年４月２３日に行われますあさ

ぎり町長選挙において、２期目を目指して出馬いたしたいと思います。皆様方の御理解をよろしくお願いい

たします。 

◎副議長（森岡 勉君）  岩本恭典議員。 

○議員（２番 岩本 恭典君）  ２期目の出馬を今していただきました。先ほどの答えの中で町民の方にいろ

いろ聞いたと申されました。町長の職っていうのは、本当に私は考えますけどハードで大変な重責を担う仕

事だと私は考えておりますが、それでもなお町長の仕事を続けたいと、続けようという町長の意欲っていう

のはどこから出ているのか、お聞きしたいと思います。 
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◎副議長（森岡 勉君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  はい。振り返りますと３年と８か月、町長になりましたからですね、３年と８か

月。従来どおりの業務が出来たのは１０か月でした。令和２年２月から新型コロナ感染症の拡大の影響によ

って、様々な事業が中止になったりあるいは学校が休校になったり、またコロナ感染症によって売上げが落

ちた人たちへの手当てとか、あるいは収入が減った町民の皆さんへの手当、国からのいろんな給付金の手続、

そういうものにですね、多くの時間を費やすことにもなりました。また令和２年の７月豪雨災害につきまし

てもですね、その対応そういうもので職員とともにですね、１日も早い復旧復興を目指して頑張ってきた経

緯もあります。また９月の台風１４号でも給水設備が被害を受けて、岡原それから上地区の一部の方に御迷

惑をおかけしております。それに対する対策等もいろいろ考えながらですね、今やっております。そういう

ことに合わせてですね、ウクライナ紛争によっていろんな資材やあるいは燃料それから生活物資、こういう

ものが高騰してきて、町民の皆さんの仕事や生活に大きな影響が出てきております。そういうこれまでに経

験したことのないような事態が発生しですね、私自身も大変といえば、今までと違う事態ですので、そうい

う事態を職員とともにですね、一緒にいろんな判断をしながら対策を続けてまいりました。そういう中でで

すね、私は職員と一緒にこの仕事をやれているということに非常にやりがいを感じております。職員も本当

に一生懸命頑張ってくれますし、もう職員間とのやりとりも本当に気持ちが一緒になってやれてますので、

そういう信頼関係を持ってですね続けていきたいと思います。今あの時代が大きく変わろうとしてます。こ

の大きく変わろうとしている時に様々な意見が町にもあります。この様々な意見をですね、やはりまとめて

いくというのは非常に難しいんですが、説明責任をしっかり果たしながら一つの方向性を持って進んでいか

なければならない。これはやはり判断といいますか、決断力のある責任と覚悟のある、やはり私は町にはリ

ーダーが必要だと思います。そういう意味で私はこのあさぎり町が大好きですし、あさぎり町には伸びしろ

がありますので、また町民の皆さんにも本当に意欲的に仕事に取り組んでおられる方がたくさんおられます。

私もこれまでの仕事の体験上でですね、やっぱりここはもう少し工夫したらもっとよくなるんじゃないかな

って感じるところも多々ありますので、そういうものをですね、事業の中に取り入れながらせっかく努力さ

れてることがもう少し報われるようなそういう社会にしていきたい。それとやはり若い人たちの中には、本

当に全く私たちとは価値観が違うというか考え方が違うというか、取組方が違うというか、そういう方々が

いますけどそういう人たちをですね、やっぱどんどん伸ばしていくチャンスを与えていく。やっぱそういう

必要性もあると思います。次の世代を担う人達のために、今我々がすべきことは何かをしっかり考えて次の

世代にこのあさぎり町をバトンタッチできるようにやっていきたいと。そのように思うときですね、私も朝

起きてからエネルギーが沸々と沸けてきますのでまだまだ頑張れるというつもりで、２期目も皆さんととも

にこのあさぎり町のですね、伸びしろの部分をもっともっと伸ばしていきたいと、そういう思いが２期目に

出馬する意欲につながっていると思います。 

◎副議長（森岡 勉君）  岩本恭典議員。 

○議員（２番 岩本 恭典君）  強い意欲を伝わりました。では最後の質問です。９月の時点でですね、町長

は自身の掲げたマニフェストについて、まだ７０％取組が出来てると。しかし達成率としては４０％ぐらい
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だということをおっしゃいました。そのことも含めてですね、２期目どのような課題に事業、課題事業です

ね、そういうのに取り組もうと考えているのか、その決意を最後にお伺いいたします。 

◎副議長（森岡 勉君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  はい。今議会等でもですね、いろいろ御説明をして御理解をいただきながら予算を

つけていただきながら進めている事業がたくさんあります。そういう事業というのは今植物に例えるならば

ですね、１期目でまず土づくりをして、そしてそこに種を植え、そして水をやり、肥料やり、芽を出して、

ようやく今これから伸びていこうかというところが私は１期目の成果と言えば成果ではないかと思います。

ありがたいことですけど今取り組んでることに対して、町民の皆さんも議会の皆さんにも御理解をいただき

ながら進めてますので、これを２期目でですね、さらに成長させていく。成長させていく時に植物に例える

ならばいろんなやっぱ社会的環境が変わることで、成長が止まってしまったり、あるいはその事業自体が止

まってしまったり。そういうことのないようにしっかりと見守りながら、そしてそれを育てそしてやはり花

が咲き立派な果実が実るように、そこまで持っていきたいと思います。またその事業をですね、やってくれ

るのは職員であり町民の皆さんなんですね。私がやるわけじゃないんですよ。そういう社会環境を議会の皆

さんたちと一緒に作っていくことで、そういうそこで活躍する人たちがあらわれてきてその人たちが成長し

ていく。その成長する過程で、いろんな体験とか知識とかを身につけ、そしてまた人脈が出来て新しいあさ

ぎり町を担う人達が出てくる。今までと違ったあさぎり町が誕生してくる。私はそういうふうにですね、取

り組んでいきたいというふうに思ってます。 

◎副議長（森岡 勉君）  岩本恭典議員。 

○議員（２番 岩本 恭典君）  以上で私の一般質問を終わりたいと思います。 

◎副議長（森岡 勉君）  これで２番岩本恭典議員の一般質問を終わります。次に、４番加賀山瑞津子議員の

一般質問です。４番、加賀山瑞津子議員。 

○議員（４番 加賀山 瑞津子さん）  議長、４番。 

◎副議長（森岡 勉君）  ４番、加賀山瑞津子委員。 

○議員（４番 加賀山 瑞津子さん）  はい。おはようございます。４番、加賀山瑞津子です。マスクを取ら

せていただきます。商工女性部の皆様からいただいた議場のお花がとてもすてきで笑顔でこの場に立たせて

いただいております。本当に感謝申し上げます。タブレット導入後資料はそちらに入れて質問を行っており

ましたが、傍聴の方やネット中継を御覧の皆様にも見えるように本日は久しぶりにボードを準備してまいり

ました。通告に従い、２点質問してまいります。１点目はこれからの町のＤＸについて。ＤＸといいまして

も何か分からない。そんな中、総務省から中のデジタル審議監が着任されて半年が経過しております。審議

監てなんばする人ですかーという御質問とかもいただきましたので、今日はぜひ審議監にもですねこのＤＸ

ということについてもお話をいただければということで質問をしてまいりたいと思います。町にとってこの

専門職の存在は変革を進めていく上で大きな力となっていると思っております。またこういう人材をですね、

総務省から引っ張ってこられた町長の力にも感謝を申し上げておるところでございます。今後のさらなる変

革について町の考えや取組について伺ってまいります。今回ＤＸということを言っておりますけれどデジタ
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ル変革という表現しておりますが多分、質問の最後のほうでは変革以上のものが見えてくることを期待して

質問してまいります。まずは町長にお伺いいたします。一般職員のこのＤＸの認知度、どれぐらいだと把握

していらっしゃるでしょうか。 

◎副議長（森岡 勉君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  はい。これからですね町民の生活はデジタル化、それからデジタル田園都市国家構

想で大きく変わっていくと思います。そういう発想のもとであさぎり町もデジタル化を進めたわけですが、

まだ中野デジタル政策審議監があさぎり町においでになる前、まず職員の中でですね、そういうデジタル化

を推進するための協議会を立ち上げております。その中でやはり職員の皆様も最初は確かに受け身であった

と思いますが、今はですね自発的に自分たちでいろんなこの試行錯誤といいますか、こういうのを導入した

らどういう効果があるか。そういう例えば文章を読みとるとかですね、いろんなことを取り組んでもらって

おります。ですので、今もう本当職員さんたちもこの時代の流れは十分もう感じて、そしてこれからデジタ

ル政策審議監がいろいろオーケストラで言うなら、識者ですのでその指揮棒を見ながらですね、いろんな自

分たちの役割を果たしてくれるんではないかと思います。またこのデジタル化についてはですね、皆さん今

までの感覚で使いこなせるのだろうかという私は心配が皆さんおありだと思うんですよね。ところがこれか

らのですね、新しいデジタル化、ソサエティ５.０と言いますけど、新しいデジタル化っていうのはもうそ

んなに難しくない。確かにそのボタンを押したりいろんな操作はしなければなりませんが、そういうのもこ

れまでとすると本当に簡略になってくると思います。議員の皆さん方にも新規情報、事業者、新規通信事業

者ですね。の方々のお話を聞いていただく機会があると思いますが、そういう中でどういう説明があるか分

かりませんけど、新しいソサエティ５.０の社会というのは全く生活が一変してくる。今高齢者の方が薬を

取りに行く。あるいは買物に行く。そういうところで買物難民とか、いう言葉が出てきますが、もうそうい

うのが全てもう解決されていく社会が出来てくるというふうに思っております。そういう中でですね、そう

いうことをやっていくには、やはり大きな予算を伴います。例えばこれを行うには、あさぎり光から新しい

光ブロードバンド基盤を整備していくことも必要になってきます。またそれを使うとどういう皆さんの生活

が変わるか。そういうことをですね、町民の皆さんたちに分かりやすく説明していただくために、中野政策

審議監もおいでいただいております。そして職員と一緒にですね、いろいろと勉強しながら進めているとこ

ろでございます。前置きが長くなりましたが、詳細についてはデジタル政策審議監のほうからまたお聞きい

ただければと思います。よろしくお願いします。 

◎副議長（森岡 勉君）  加賀山瑞津子議員。 

○議員（４番 加賀山 瑞津子さん）  はい。町長がデジタル政策審議監のことをですね、オーケストラの指

揮者と非常にイメージしやすい言葉で言っていただきました。昨日の７番議員そしてさっきの１番議員のマ

イナンバーの話が出ておりますが、広報のですね１１月号にマイナンバー取得に御協力くださいということ

で出ておりますので、会場の皆様そして皆さんも御覧になったと思いますが、現物ということでちょっとコ

ピーして、準備してまいりました。実はですねこの令和２年１２月の２５日に自治行政局の地域情報政策室

というところで六つのポイントが挙げられておりまして、マイナンバーカードもその六つの中の一つの大き
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な柱であり、その柱については７番議員、１番議員の質問に対して非常に事細かく説明をしていただいてお

りますので、私は今回は大きいところでこれからの町がどうこのＤＸ、ＤＸで言いにくいんですがデジタル

トランスフォーメーション、交差するということで、交差のＸを使っていらっしゃるということでＤＸとい

うことなんですが。まず今回のメインはシステムの標準化がメインであり、その取組を進めていくことにな

ると思います。その中で実務に関わる職員の要望や意見を今後どのように反映していかれるのでしょうか、

お伺いします。 

◎副議長（森岡 勉君）  中野デジタル政策審議監。 

●デジタル政策審議監（中野 裕登君）  はい。お答えいたします。今御指摘のあったシステムの標準化とい

うところにつきましては、こちらもデジタル庁主導のほうで全国的にですね進められているところでござい

ます。庁内での実施に当たってはですね、もちろんデジタル庁からどういったことをやるべきかというとこ

ろの情報収集を的確に行うということをやりながら、またですね各課に実際標準化の作業をやっていただく

ことになろうかと思いますので、各課御担当者の方とですね、密に連携をとりながら漏れがないように進め

ていくというのが適切かと思っております。以上です。 

◎副議長（森岡 勉君）  加賀山瑞津子議員。 

○議員（４番 加賀山 瑞津子さん）  はい。各課のですね情報を共有するっていう話の中で、前回の質問の

中で審議監のほうからＲＰＡという言葉があったと思います。これもまた英語の何かこう合わせた言葉で非

常に分かりづらいっていうところがあるんですけど、さらっと言ってしまうと同じデータを複数システムに

登録してる分をこのＲＰＡということをする、使うことで今まで３０分かかっていた事業が一分で出来ます

よという形になってくると思いますので、是非それは進めていくべきだと私も今回の質問をする中で学んだ

ところでございます。次にですねこの２０２５年の崖、壁ではなく、崖と表現してある経済産業省の言葉が

ございます。ＩＴ人材が不足する。そしてレガシーシステム、これもまた横文字で分かりにくいんですがレ

ガシー、いい意味ではなくてこの場合は遺産。老朽化、複雑化ブラックボックス化の保守切れということで、

国はシステムのエラーが発生した場合に１２兆円の損失があるというふうに打ち出してありますが、本町に

おける２０２５年の崖に対する認識はどのようなものでしょうか。 

◎副議長（森岡 勉君）  中野デジタル政策審議監。 

●デジタル政策審議監（中野 裕登君）  お答えいたします。まず２０２５年に向けたそのインフラの老朽化

ですとかそういった問題についてですけれども、御指摘のとおり例えば町の光ファイバーですとかそういっ

た光基盤についてもですね、一部、老朽化の懸念というところがございます。そういったあたりについては

ですね、町単独の予算でどうこうするというところではなく民間の活力も活用するような方法をですね検討

しながら進めていければいいのかなと思っているところでございます。また人材的な面につきましてはです

ね、こちらはまだまだ中でちょっと協議をしていかなければならないところではございますけれども、町の

電算担当もですね、各研修に参加するなどして日々スキルを磨いているところでございますので、その辺り

は御理解をいただければと思います。以上です。 

◎副議長（森岡 勉君）  加賀山瑞津子委員。 
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○議員（４番 加賀山 瑞津子さん）  はい。１番最初に町長が言われた予算を伴うものというのが、こうい

う場面で直面するのかなというふうに私も感じております。より町民に向けてのまちづくりをしていく上で

は、避けて通ることが出来ない問題っていうのがありますが、なかなか私たちは崖とか壁とか言われても分

かりづらい部分がありますので、こういうことで問題が生じるから町は取り組んでるんだよっていうのをで

すね、より町民目線で分かりやすく説明をあわせてしていただければと思っております。続きまして、本町

の先ほど光基盤ネット環境の話も出てまいりましたが、本町の住民側のニーズや要望をどのように把握して、

集約していこうとお考えでしょうか。 

◎副議長（森岡 勉君）  中野デジタル政策審議監。 

●デジタル政策審議監（中野 裕登君）  はい。お答えいたします。町民ニーズの把握につきましては先ほど

もちょっと岩本議員の質疑の中でも少しお話ししましたけれども、町民の意見を広く聞くということでデジ

タル推進協議会の場を活用するですとか、その他審議会協議会の場でまたちょっと議案に出してみる、そう

いった形で反応を伺うことも考えておりますし、もしちょっとこれは中で今後協議が必要ですけれども、ア

ンケート等ですね、広く御意見をお伺いするようなことができるのであれば、そういった方法も視野に入れ

て実施してまいりたいと考えている次第です。 

◎副議長（森岡 勉君）  加賀山瑞津子議員。 

○議員（４番 加賀山 瑞津子さん）  はい。議会のほうもですね、公共施設マネジメント特別委員会がござ

いまして、その中でも議員それぞれのですね、意見というのをきちんと出しながら関わっておりますので今

後もですね、ぜひ執行部そして議会一体となって２元代表制のもと進めていきたいと思っております。続き

まして、このデジタル技術の活用によって地域の課題解決に結びつくような本町独自の取組の構想はありま

すでしょうか。 

◎副議長（森岡 勉君）  中野デジタル政策審議監。 

●デジタル政策審議監（中野 裕登君）  お答えいたします。こちら未来に向けた構想として一つ取りまとま

ったものというところはないわけなんですけれども、今まで私が着任以後ですね取り組んできたものといた

しましては、先ほども御議論いただいておりますけれども、本町における光ブロードバンド設備、いわゆる

光基盤の在り方に関する検討を行ってですね、まさにこれから来るべきＤＸデジタル化というところに備え

るというところで議論をさせていただいているところでございますし、今後、先ほどの岩本議員の質疑の中

でもお話しさせていただきましたけれども、デジタル田園都市構想、都市国家構想のですね、実現に向けて、

取組ができるところは進めていきたいと思っておりますし、またこれはデジタル田園都市国家構想の中でも

言われておるわけですけれども、誰１人取り残されないデジタル化というところで町としてもですね、スマ

ートフォン教室を実施するですとか、あと先ほどまた加賀山議員のほうからＰＲをいただいたわけなんです

けれども、マイナンバーカードの普及に向けてですね、周知を行うですとか、そういったところをしている

ところでございます。また、今後の取組につきましてもですね、デジタル庁主導のもと、実施されているマ

イナポータルを活用した電子申請サービスの導入に向けた取組ですとか。あるいは先ほどもこちらまたお話

いただいたところでございますけれども、職員の事務作業効率化に資するですね、ＲＰＡ、ＡＩ、ＯＣＲの
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導入ですとかその活用に向けた取組というのを私も率先して実施してまいりたいと思っている次第でござい

ます。 

◎副議長（森岡 勉君）  加賀山瑞津子議員。 

○議員（４番 加賀山 瑞津子さん）  はい。スマホ教室、実は私の知り合いの方も何人か参加していらっし

ゃって、もう明日はスマホ教室だということで非常に楽しみにされているということはそれだけ魅力のある

スマホ教室なので、次の会を皆さん楽しみに行かれてるんだなあというのを、私も実感しております。今は

もうユーチューブとかですね、いろんなものが進んでおりますが、思い返せば私がユーチューブという言葉

に出会ったのは２００７年。今から１５年ほど前でした。知り合いの方からポールポッツっと入れて御覧と

言われて出てきたのが歌でですね。携帯の販売員をされてる方が自分の容姿に自信がなかったんだけど、歌

ってすごくうまかったからっていう何ですかねぶり点数ゴットタレントっていうテレビ番組っていうかその

番組でポールポッツっていう人が出た後、そういう同じような感じでですね、スーザンボイルとかいろんな

方が出てきて、その頃はまだユーチューブっていうのが、外国のそういう特別なものを見るような感じであ

りました。それが今はもう孫たちも一緒にユーチューブを見るような時代になってまいりました。実はこの

スマホ教室も、そういう一歩。小さい一歩かもしれませんが大きな世界につながる一歩だと私は思っており

ます。ぜひこのスマホ教室が１人でも多くの方にですね、広がっていくことをまた広報紙の活用などされま

して、ＰＲいただければと思います。最後のもう１点ですが、デジタル政策審議監を支えたり、将来の審議

監の離職後に、まだ今来ていただいたばっかりでございますので何年か後というのはどうかなとも思います

が、着地点はきちんとしておくべきだと私は感じておりますので、そのあとに町のデジタル化を推進するこ

とになる担当職員の育成について、これは審議監は言いづらいところは後で町長にもフォローで言っていた

だきたいと思います。いかがでしょうか。 

◎副議長（森岡 勉君）  中野デジタル政策審議監。 

●デジタル政策審議監（中野 裕登君）  はい。まずは私のほうでお答えできる範囲でお答えさせていただけ

ればと思います。私も今着任しまして早くも５か月がたったところで、形式的には任期２年と言われており

ますので残り１年半位ちょっとぐらいですかね、というところになってまいります。私は来たばっかりで、

何をいなくなったときのことを考えているんだと怒られてしまうかもしれませんけれども、当然町としても

ですね持続的にデジタル化に向けた取組が進められるように、何らか準備はしておかなければならないと思

っておりますので、私も日々ですね今、企画政策課のほうに物理的に籍を置かせていただいておりますので、

私が考えていることですとかそういったところは積極的に企画政策課の職員には口頭でも伝えるようにして

おりますし、関係する課の職員の方々にもですね日々、思いですとか、そういったところへの認識ですとか

そういったところは共有させていただくようにと心がけているところでございます。本当にいなくなった後

の体制をどうするかというところについては、またちょっと日が差し迫ってきたら具体的に考えようかなと

思っているところです。そういったところで現時点では御容赦いただければと思います。以上です。 

◎副議長（森岡 勉君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  はい。事業の成果っていうのは事業そのものがうまくいくこととあわせて、やっぱ
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り人を育てることですよね。その人たちがまた新たな展開をしていくわけですから、そういう意味ではやは

り常にその後継者、あるいはこのデジタル化を担う人達がどういう人たちになるのかというのはもうしっか

り頭の中において仕事をしていかなきゃいけないと思ってます。中野審議監がさっき言われたようにまだこ

られたばかりですので、今、状況を私も観察しているところですが、５か月の終わりにはですねいろんな各

課の人たちといろんな意見交換会を会議室でやってる風景を見ますので、これが時間とともにいろんな事業

が重なってくると目に見えた成果が見えてくるんじゃないかと。その中で、またデジタル化を進めていく人

材というのも見えてくるんじゃないかと思いますし、また役場内だけじゃなくてですね、外部からもいろん

な人材を連携をとりながらやっていくことも大事ではないかと思います。 

◎副議長（森岡 勉君）  加賀山瑞津子委員。 

○議員（４番 加賀山 瑞津子さん）  はい。先ほど１番最初の質問に町長は職員の皆さんがどれぐらいＤＸ

について認知されてると思いますかっていうのを質問いたしましたが、先ほどパーセンテージでは聞いてお

りませんでしたが、これが自分の問題だということで全職員の方がですね、取り組んでいただければそれは

人材育成につながっていると思いますので、是非そのパーセンテージはですね、１００％になるように、執

行部のほうでも取り組んでいただければと思います。本町においては防災減災など取り組んでいただいてお

ります橋本危機管理監。そして財政公会計等の裏方で町の将来に向けての財産管理等に力を発揮いただいて

おります県庁から来ていただいている財政課の坂本課長補佐。そして総務省から今年中野デジタル政策審議

監お越しいただいて、町の将来に向けてお力をいただいております。本当に感謝しております。この外部人

材を生かすも殺すもそれは私だったと思う。私たちだと思っております。是非ですね、一歩を踏み出す後押

しをしていただければと思っております。１番目の質問はこれで終わりたいと思います最後に町長先ほど言

っていただいたんですが、お願いします。 

◎副議長（森岡 勉君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  はい。もう先ほどもお答え、お答えしましたが、やはり人を育てることだと思いま

す。人を育てる。育てるときには私たちの考え方で育てます。でもその人たちはまた別の考え方で展開して

いってくれると思うんですね。それが私はあさぎり町の発展につながっていくと思います。若い人は若いだ

けじゃなくて若いんてなくてもいいんですけど、ベテランの方でもいいんですけど、とにかく新しい発想を

持って、新しい時代に沿った取組をしていってくれる。そういう人たちがですね、どんどん出てくることを

それが１番事業をやっていく上で大切ではないかと思っております。 

◎副議長（森岡 勉君）  質疑の途中ですがここで１０分間休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時０６分 

再開 午前１１時１６分 

 

◎副議長（森岡 勉君）  休憩前に引き続き会議を再開いたします。加賀山瑞津子議員。 

○議員（４番 加賀山 瑞津子さん）  はい。では２点目の質問に移りたいと思います。ポイ捨てなどのごみ
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問題への取組について。近年ペットボトルや空き缶、空き瓶の田んぼへのポイ捨てが増加傾向にあると思い

ます。農家の方から稲刈り時の空き缶の巻き込みでの機械トラブルの危険性の指摘もあっております。破砕

されたばらばらになった瓶のかけらの混入は米の安全性、またＷＣＳ等の家畜の飼料等の安全性にも関わっ

てくると思います。ごみ問題に対して啓発の看板の設置は出来ないか、町の対応についてお伺いしてまいり

ます。まずは現在の町の可燃物、不燃物のごみの状況についてお伺いいたします。 

◎副議長（森岡 勉君）  山口町民課長。 

●町民課長（山口 和久君）  はい。令和２年、令和３年度の比較になりますが、可燃ごみにつきましては約

１２０トンの増加となっております。しかしながら、この内訳としまして回収業者許可分につきましてが９

０トンの増加となっております。続きまして不燃ごみにつきましては、約２０トンの減少となっております。

以上です。 

◎副議長（森岡 勉君）  加賀山瑞津子議員。 

○議員（４番 加賀山 瑞津子さん）  はい。可燃物が増えてきた。これについては１回委員会のほうでもで

すね、説明はあっておりますがもう１回この場で確認ですが、このごみが増加した理由っていうのはどうい

うふうに把握されてらっしゃるでしょうか。 

◎副議長（森岡 勉君）  山口町民課長。 

●町民課長（山口 和久君）  はい。例年ですね最近はコロナ禍によりまして、事業所関係のですね活動が少

なかったんだろうと思いますが、令和３年度におきましてはちょっとその活動がですね、増加傾向にありま

して許可分の回収業者のほうが増えてきたと分析しております。 

◎副議長（森岡 勉君）  加賀山瑞津子議員。 

○議員（４番 加賀山 瑞津子さん）  はい。確かにですね、コロナで飲食店の経営も本当に大変だった時期

からすると少しずつ町に活気が戻ってきたのかなというのを感じておりますので、それに合わせてやはりご

みのほうも増えてきたという状況というのは私たちも理解できるところでございます。実は今年度から、川

と海づくりデーがなくなっております。理由としては町主体での取組は一定の成果が出た。町が中心となっ

てやる活動については一定の成果が出たということで、今後は地域住民主体でということでバトンが渡され

たという町の思いは理解しておりますが、果たしてバトンがつながれているかという点については、町長ど

うお考えでしょうか。 

◎副議長（森岡 勉君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  はい。川と海づくりデーはもうかなりの年数を経過して事業を行ってきました。も

ともとはですね、やはり生活雑排水が川に流れ海に流れ汚染していく。そういうところから始まったと思い

ますが、下水道の整備でですねあるいは皆さんたちも住環境をクリーンにするということで意識も高まって

きて、川も海も、もう前からするときれいになってきた。そういうことがまず一つあります。それともう一

つはやはり地域住民の皆さんたちでいろんなやっぱり取組をされているようになりました。最近住民協働で

ですね、住環境の整備をされる方々も地区も増えております。そうやって自分たちで自分たちの住環境を整

備しながら、あるいは清掃活動もしながらやっておられますし、私も区長の経験がありますし、区長さん方
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といろいろ話す機会もありますが、川と海づくりデーのときにはやはり区長さんが非常に御苦労されている。

いうような経緯もありまして、それぞれの地区ごとに今後はそういう清掃活動あるいは住環境の整備、そう

いうものをやっていただければと考えております。そのことについてはですね、区長会等でも説明を申し上

げて御質問をいただく時間もありましたが、区長さんのほうからですね、そのことに対する御意見等は余り

ありませんでしたが、住民の皆さんの中にはですね、やはりこの活動が有意義であったと思われる方もいら

っしゃるということで今日の加賀山議員の御質問だろうと思うんですが、一応そういうことで一応川と海づ

くりデーについては川も海もきれいになってきたので、今度はまた一つ場面を変えて、地域の皆さん方で自

分たちの住むところをきれいにしていってもらいたいと。そういうことがですね、十分に住民の皆さんたち

に伝わるようにまたいろんな広報をしていきたいと思っております。確かにですね、こういう昔のような初

期の目的で、初期の目的を達成したので中止しますというようなことで終わりましたが、また場合によって

必要であればですね、また始めることも可能ですので、その辺りは区長さん、区長会をはじめ皆さん方の意

見も聞きながら進めていきたいと思います。 

◎副議長（森岡 勉君）  加賀山瑞津子議員。 

○議員（４番 加賀山 瑞津子さん）  はい。何事もですね、スタートするときにはもう大変なエネルギーが

必要になります。そこから一歩踏み出すのも大変ですが、実は終わるときもですね、立つ鳥跡を濁さずでは

ございませんが、終了するときにみんなが気持ちよく次のステップに進むことも大事だと私は感じておりま

す。８月に今年はもう海づくりはしませんという放送が流れたときに、えっないんですかというお問合せも

ございました。やはり次に進むために、今度は地域住民の方で取り組んでいただくっていう町の思いがしっ

かりやっぱ町民の方に伝わっていない部分もあったのかなあというふうに感じております。先ほど町長が言

われたようにその点に関しては広報で活用してしっかり皆さんに目を通していただく。そういう工夫、努力

はちょっと足りなかったのではないかと感じておりますので、今後また同じようにいろんなことに取り組ん

でいかれる際にこれは見たことがあるよ、知ってるよという、町民の方の声がしっかり町に届くように取り

組んでいただきたいと思っております。実は今回私はこの通告書にごみが増加しているという表現をしてお

ります。なぜそう考えているのかっていうと地元で農業用水路の草刈りや溝さらいを毎年しております。こ

の中で何か最近ごみが増えてきたなあっていうのを感じるようになってまいりました。これが増加したとい

う言葉の根拠です。ちょっと資料が見づらいんですが町長この１番と２番、ごみを捨てる場合どちら側にご

みが多いと思われますか。２番。そうなんですよね。車の中からのポイ捨てが結構多い場合に、歩道がある

と田んぼのほうにごみが捨てにくいので、車道からそのままごみが捨てられるところが、多々ございます。

これは全くもっ、私の家の前の溝なんですが、先ほどの写真でいうと歩道がない側になります。何が捨てら

れているのか。私は最初は自転車で通る子どもたちがペットボトルを捨ててると思ってたんですが、そこに

あったのは缶ビールです。これは子供たちは飲みませんので、車からどうやって飲んだ缶ビールを捨てるん

だろうという点もございましたが、どこから流れてきたのか故意に捨てられているのか。あと、数年前から

先ほど町民課長がコロナがちょっと落ちついてきたので可燃物のごみが増えてきたというふうにおっしゃっ

たんですが、あわせてコンビニのごみ箱が店内に撤去されました。で、あったのがこのごみ袋のままそのま
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ま捨てられている。今、町内においてもＷＣＳとか非常に飼料稲が沢山ございます。買取りの時になって初

めてそこの中からこういうごみが出てくるわけですが、農業機械のトラブルとかっていうことで、町のほう

には御相談とかはあってないでしょうか。 

◎副議長（森岡 勉君）  万江農林振興課長。 

●農林振興課長（万江 幸一朗君）  はい。所管課で私のところで把握している案件といいますのが、こうい

ったペットボトルとかですね、空き缶、空き瓶とかではなくて新型コロナ感染症が蔓延してきた令和２年以

降、昨年度に１件だけ相談があっております。１軒の農家よりマスクですね。マスクが大量にばら撒かれて

いたというのでどう、どうにかならないかという相談は受けたところです。その場所といいますのが、まさ

に道がかりのいいそれから道路標識がある止まれのあるようなところだったということ。農業機械に影響を

与えるようなですね、そういった事例というのは伺ってない、相談を受けていないというところです。 

◎副議長（森岡 勉君）  加賀山瑞津子議員。 

○議員（４番 加賀山 瑞津子さん）  はい。町内の農家さんは非常に紳士的な方が多いのか一々苦情を言う

んではなく、気づいたときに皆さん撤去してらっしゃるんだなっていうのを実は感じております。ていうの

が地区を回りましたら私たちにはですね、これはどやんかでけんとかいってもう故障してからじゃ間に合わ

んとこやったと、もう本当刈取りをしながら気づいて撤去される例であったりとか、ただ先ほど言いました

が、ＷＣＳ飼料稲の混入、お米の混入というのを考えたときに、町の子どもたちが食べているところ、牛が

食べている飼料の中に本当鋭利な瓶の破片が入っていることを想像すると非常にぞっとします。実はこのポ

イ捨ては学生たちにも見られている。もう子どもたちが戻りながらペットボトルばなんぎゃっていったって

いう声もあります。行政組合や町民課の環境等いろいろ取り組んでいただいていると思いますが、今回看板

等と書いておりませんので看板ということになりますが、県道部分への設置は難しいと思いますけれどそう

いう設置についてお考えを伺いたいと思います。 

◎副議長（森岡 勉君）  山口町民課長。 

●町民課長（山口 和久君）  はい。一応ですね、看板を立てることによりまして農作業の効率化がちょっと

損なわれる部分もちょっと心配はあるんですけど、本人さんの了解がいただいてですね、本当に設置してほ

しいという要望があれば対応を考えたいと思います。 

◎副議長（森岡 勉君）  加賀山瑞津子議員。 

○議員（４番 加賀山 瑞津子さん）  はい。その要望というのもですね、先ほど万江課長のほうから１件だ

け相談があったということですが、実はこういう事例について困っている人いませんかというふうにお尋ね

をされるとうちもうちもうちもということで上がってくるのではないかと思いますので、受け身で要望が上

がってくればではなく、出来ましたら町のほうとしてもいろんな課でですね合わせまして、現状の確認って

いうか、それを行っていただきたいと思っております。看板もですね、１か所だともう通ってしまうと全然

目にすることが出来ませんので、例えば住民協働の一環として、何か所にもあることで意識づけとかいうの

にもつながっていくと思いますが要望についてのやり方ですね。町のほうに御相談っていうのは少ないと思

うんですが、反対に町のほうからそういう問いかけっていうのは出来ないことでしょうか。 
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◎副議長（森岡 勉君）  山口町民課長。 

●町民課長（山口 和久君）  はい。その状況というのが私たちも把握しておりませんので、やり方と言われ

ましてもなかなか御本人さんのお気持ちもあると思いますので、そこはちょっと今後の課題かなって思いま

すので検討はさせていただきたいと思います。 

◎副議長（森岡 勉君）  加賀山瑞津子議員。 

○議員（４番 加賀山 瑞津子さん）  はい。実際にこういう状況です。今回執行部の皆様、そして皆さんに

も見ていただいた中で余りにひどい状況というのは見ていただけたかなと思っております。広域行政組合で

もごみリサイクルのポスターとか、標語っていうのを出していただいておりますが、これを看板設置の内容

に取り組むということで我が町としてごみについて小さなポイ捨てが大きな問題につながっているっていう

のは、小さい頃から考えていくことが必要だと思います。この学校の学びの中でどう取り入れていくかって

いうのも一つの課題だと思いますが、教育長、いきなりで申し訳ありませんが、学校サイドの中で考えられ

る場面はないでしょうか。 

◎副議長（森岡 勉君）  答えられる範囲で結構です。教育長。 

●教育長（米良 隆夫君）  はい。このごみ問題につきましては実は私もですね、道徳の時間を活用して取り

組んだことがございます。先ほど議員が写真を示していただきましたが、ごみを捨てるところの共通点とし

ては目立たないところというのを子どもたちがやはり感じることが出来た。そしてそれを拾うことの困難さ

というのも、子どもたちは学習することが出来ました。それから山の子どもたち海の子どもたちの交流する

学習もやったことがございますが、海にいっぱいこうごみ等があるんですが、それはどこから流れてくるの

かというとやはり川から海へというようなことも学習をさせました。そういう学習を通してやはりごみを撒

き散らすということのいろんな行動に対するいろんな何といいましょうか子どもたちがそういう道徳心を持

って地域をきれいにするというような取組っていうのはやはり学校の授業の中でやっぱりきちんとやってい

かなければいけないというふうに思っておりますし、ある中学校の生徒会は自らが活動して地域のごみ拾い

をやっているというところがあり、それがやっぱほかの子どもたちへも広がっているというような取組もご

ざいますので、この件に関してはやはり町内の校長会等を通しまして、やはりごみを捨てることの地域への

いろいろな支障といいましょうか、そういうことも含めて取り組んでいただきますように、またお願いをし

ていきたいというふうに思っております。今日はありがとうございました。 

◎副議長（森岡 勉君）  加賀山瑞津子議員。 

○議員（４番 加賀山 瑞津子さん）  はい。今教育長からですね、子どもたちへの啓発も継続してやってい

きたいということで答弁をいただきましたので、それも大きな一歩につながると感じております。町をきれ

いにする、地域をきれいにする。もちろんこの自助、共助であることには違いはありませんが、ごみを捨て

るのが外部からっていうことであると、なかなか進まない部分もあります。モラルの問題、ＤＸの推進にあ

わせまして、心の教育。これも私は人材育成だと感じております。最後にお伺いします。あさぎり町は熊本

県で１番、日本で１番ごみゼロの町。そういう町を目指していただきたいと思いますが、最後に町長のお考

えをお伺いいたします。 
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◎副議長（森岡 勉君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  はい。私が散歩するコースが約２キロですけど、大体ごみを捨ててある場所はどこ

でもじゃなくて大体決まってます。やっぱ捨てやすい場所があるのか。ペットボトルもあれば、たばこを車

の灰皿からそのままひっくり返して置いてあるところもあるし、ビニール袋の中に食べた容器を入れて落と

してあるというのがあります。その中でですね、１か所やっぱり余りにもちょっとひどいとこありましたの

で、そこはですね町民課にお願いして、議員が言われる看板を立てさせてもらいました。そしたらさすがに

ですね、減ってはきました。やっぱり草むらのところが捨てやすいのかですね。そういう場所だったんです

が減ってきました。でもそれでもなおかつ誰か１人捨てる人がいて、もう持久戦でおいたら拾っていく置い

たら拾っていくを繰り返してたら、さすがにもう最近は置かれなくなるようになりました。散歩しながらで

すね、ごみ袋と火バサミを持って、最近はお会いしませんけど、山口議員も奥さんと以前はそういう散歩を

しながら拾かれてましたが、散歩しながら結構拾われてる人達もいらっしゃいますしですね。やっぱり１番

やっぱりモラルの問題だと思うんですよね。そういうふうにポイ捨てをするという人たちが確かにたくさん

いるわけじゃなくて、もう一部の特定の人たちがやってる行為だと思うんですけど、そういう先ほど言われ

ましたあさぎり町ごみゼロということにすれば、みんなでモラルを上げていくようなことをやっていく。散

歩の時にごみが落ちてたら拾ってもらうとか、そういう活動を見ると捨てる人も少なくなってくるんじゃな

いかなと思いますし、どうしてもこの場所にと言われるところは、今度区長会もありますのでですね。区長

さんたちにお願いして、そういう場所があったら言っていただければ看板を準備しますので、出来たら区の

ほうで立てていただけないか。そういうこともお願いしてみたいと思います。大分昔からするとやっぱり少

なくなったと思うんですがやっぱり心ない人たちが捨てていく。その中で特に缶がですね、缶とか瓶がやっ

ぱ飛ぶんですよね。飛んで田んぼに入ってる。私たちも通ってて、ちょっと田んぼまでは手が届かない。も

うしょうがない。そこに耕作してる農家さんがおられるときにはあそこに落ちてますよということを伝える

こともありますけど、そういうふうなモラルを向上していく。あるいは必要なところは区長さんたちにお願

いして、看板を立てていただくとかですね。そういうことをしながらあさぎり町のごみゼロを目指して、議

員言われるようにごみゼロを目指して取り組んでいきたいと思います。 

◎副議長（森岡 勉君）  加賀山瑞津子議員。 

○議員（４番 加賀山 瑞津子さん）  はい。これで終わります。 

◎副議長（森岡 勉君）  ４番、加賀山瑞津子議員の一般質問を終わります。 

◎副議長（森岡 勉君）  １０番、皆越てる子議員の一般質問です。皆越てる子議員。 

○議員（１０番 皆越 てる子さん）  議長。 

◎副議長（森岡 勉君）  １０番、皆越てる子議員。 

○議員（１０番 皆越 てる子さん）  はい。１０番、皆越てる子でございます。大変お疲れのところ、午前

中もう少しありますので、時間を拝聴したいと思います。初めにですね。 

◎副議長（森岡 勉君）  皆越議員、マイクを近づけてお願いいたします。 

○議員（１０番 皆越 てる子さん）  はい。今年は商工観光課の職員手作りの麓城址への案内看板が設置さ
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れ、地区の方、訪れる人の目を引くおもてなしの心配り、誠にありがとうございました。今年はですね、天

候に恵まれまして紅葉は昨年よりも二、三日遅れて、１１月最終日曜日２７日で多くの人が訪れ、登山道々

もぴかぴか。水田を借用していた駐車場も満杯となり、区長さんも駐車場係に呼び出され、にぎわいを見せ

ているようでございました。また教育課関係では第８波のコロナ禍が予想される中、小中学校の給食では黙

食が解除されたという報道がありましたけども、あさぎり町においては子どもに聞きますと私たちはまだで

すよというようなことでございますので早く黙食が解除されることを望みます。それでは一般質問に入らせ

ていただきます。台風１４号が９月１７日から１８にかけ九州を縦断し、本町も大きな被害を受け、１０月

３日全員協議会での被害状況を説明されました。その中の１件では、復旧までの見通し４～５年はかかるで

しょう。財源も一般財源を使ってというような説明を受けたか所もありました。常任委員会で被害状況を視

察すべきではないかという意見がありましたが、執行部の方へ日程の調整をお願いしましたら、まだ危険だ

からということで先送りし、いまだに実現されていない状況でございます。そんな中ですね。広報あさぎり

１１月号では、台風襲来１ページ、会議の様子、崩落した一部を掲載、自助、共助の力が公助の力と結んで

あります。被害状況を大きく取上げてもと思いますが、特に被害が大きかった皆越地区は通行止め、回り道

もありますので町民への周知、報告という意味でも掲載していいのではないかと考えました。各課の連携も

必要です。また上地区、岡原地区の断水に触れてもいいのではないかな、そんな感じがしたわけでございま

す。いかがでしょうか。紙面の配分についてにお伺いしたいと思います。広報あさぎり１１月号台風襲来の

形成についての認識、考えをお伺いいたします。 

◎副議長（森岡 勉君）  荒川企画政策課長。 

●企画政策課長（荒川 誠一君）  はい。ただいまの御質問にお答えいたします。広報紙はですね基本的に２

４ページで構成し、作成しております。掲載基準につきましては決められた期限までに各課の担当者が記事

を作成し、広報担当者にデーターで提出をしていただいております。期日までに提出が出来ない場合には、

記事のスペースの予約。例えば１ページとか、２ページ、半ページなどの連絡をいただき、広報紙の校正を

行っているところでございます。記事のボリュームなどにつきましては、各課の担当者にお任せしており、

発行する号でも違いますが、記事の調整をお願いしたり、ページを増やすなど行ったりしております。しか

しページをですね増やす場合には４ページ分の記事が必要になりますので、基本的にはですね記事を集約で

きるのであれば集約する方向でお願いをして、発行をしているところでございます。 

◎副議長（森岡 勉君）  皆越てる子議員。 

○議員（１０番 皆越 てる子さん）  私もですね、議会の広報紙を作成しておりますのでそこら辺のところ

は認識しているつもりでございますが、この台風１４号もですね、ちょっとあさぎり町には甚大な被害を受

けたと思いますのでそこら辺のところをですね、担当課等先ほど申しましたように連携をいただいて、掲載

するも必要ではないかなあというようなことで質問したわけですけども、やはり本当にページもですね、先

ほど言われましたように集約してとか言われました。ですけどももう少し、ちょっと、課、庁舎内で御検討

いただく案件でもあるかなあというようなことで質問させていただきましたがいかがでしょうか。 

◎副議長（森岡 勉君）  山内総務課長。 
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●総務課長（山内 悟君）  はい。今回のあさぎり広報の１１月号ですね、４ページのところに台風１４号襲

来ということでこの内容につきましては総務課のほうから掲載をお願いしたものでございます。先ほど企画

政策課長申しましたように、議会の議会じゃなくて広報あさぎりのページ数の都合もあったかということで

もございますけども、大きな被害ということでございました。今後ですね、こういう被害ないほうが当然い

いと思いますけども今後もし発生した場合はですね、各課の連携を取り、取りながらまた企画政策課とも広

報担当とも相談しながらですね、やっていきたいというふうに思います。 

◎副議長（森岡 勉君）  皆越てる子議員。 

○議員（１０番 皆越 てる子さん）  はい。分かりました。はい、次にですね。台風１４号により被災した

岡原地区、上地区の水道施設の整備計画についてお伺いいたします。 

◎副議長（森岡 勉君）  鬼塚上下水道課長。 

●上下水道課長（鬼塚 拓夫君）  はい。それではただいまの質問ですが、まず今回の台風被害とですね、２

年前の豪雨被害でですね町内で断水等が発生いたしまして住民の方にはですね、大変御迷惑をおかけしたと

思っております。第５回の会議においてですね、調査費として３００万円の調査費をいただきまして岡原地

区と上地区、こちらの今後の復旧に当たっての全般的な調査を行いまして、今後の資料としたいということ

で水道施設の再編整備計画の再構築ということで、今調査のほうを行っている段階です。現在におきまして

は、コンサルタントにですね、再編整備計画の再構築業務を発注いたしまして、来年の３月までに一応その

計画案をですね作っていただくということで業務を行っていただいておりますが、今回の被害の状況の整理

と課題の抽出ですね。それと課題に対して解決に向けた施設の整備計画。こちらの案をですね概算の工事費

用とかあと事業の期間ですね、についても検討していただいているところでございます。こちらにつきまし

ては計画案がですね、ある程度でき上がりましたら常任委員会とか全協のほうでもですね、進捗状況を含め

て、御説明をさせていただきたいというふうに思っております。 

◎副議長（森岡 勉君）  皆越てる子議員。 

○議員（１０番 皆越 てる子さん）  はい。ありがとうございました。速やかにですね、実行に移していた

だくようよろしくお願い申し上げます。私もですね、少し手助けになればなというようなことで上地区ので

すね、ため池があるところにポンプアップしている水がですね、用水路へ流れている現況を見てまいりまし

た。である方にですね、この水は利用出来ないものですかねとお尋ねしましたら、水田を養う水ですという

ようなことでございました。で、また農閑期でも飲料水には利用出来ないものですかねということでお尋ね

しましたら、雨上がりはすごい濁りですよと話されましたので、ほんならこれは飲料水は駄目ですよねえと

言って別れた次第でございますが、話は変わりますが、ため池のところまでですね、足を運びましたのでた

め池を囲んであるですね、柵も倒れて木が茂ってですねちょっとこの定理はどうなってるのかなあというこ

とを考えましたので、土地改良との連携はとれておられるのか、ちょっと農林振興課長にお尋ねしたいと思

いますが。 

◎副議長（森岡 勉君）  万江農林振興課長。 

●農林振興課長（万江 幸一朗君）  はい。今御質問いただいた場所というのが、ちょっと今頭に浮かんでな
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いところですが、その場所が狩所地区ですかね、というのであれば確かにですね河川からため池みたいなと

ころからくみ上げて用水として利用されているということで一応の把握はしているところです。そこにつき

ましては、管理組合がございまして地元ですね、そこで一応管理をされているということですので。ただ、

その管理組合の中で管理されてはいるものの９月の台風ですね、１４号において、汲み上げるところのに土

砂がたまってですね、ポンプがちょっと、倒れてしまったと。それからくみ上げるその枡的なものをですね、

が破損したということで、うちのほうに御相談をいただいた案件はありました。そこについては、河川から

の取入れでもありますので基本的にはうちの所管というところですが管理組合でそもそもやられているとい

うことでもありますけれども、金額的な面、予算的な面ですね、そこで御相談をいただいたものですからう

ちの課のほうで現状確認いたしまして、うちのほうでその支援をできる部分、例えば機械それを復旧させる

ための機械の復旧費、借上料ですね。とかあと材料の支給、そういったものは御支援をしたいということで

一応そういった方針で納得をいただいてるところです。 

◎副議長（森岡 勉君）  皆越てる子委員。 

○議員（１０番 皆越 てる子さん）  はい。農林振興課長も御存じということで安心しました。またです

ね、うちの近くに別のため池があるんですよ。そこにはですね、暑い時期だったのでよかったというような

ことで近所の人が言われましたけども、成人の女性の方がですねそのため池に飛び込んでですねちょっと救

急車を呼んでですね、助けを求められたというお話も聞きましたので、やはりこのため池の管理もですね、

大事かなあと思いましたので農林振興課長にお尋ねして、次第でございます。 

◎副議長（森岡 勉君）  質疑の途中ですがここで休憩いたします。午後は１時３０分より開始いたします。 

 

休憩 午前１１時５４分 

再開 午後 １時３０分 

 

◎副議長（森岡 勉君）  休憩前に引き続き会議を再開いたします。ここで４番加賀山議員の質問に対する修

正の答弁が教育長よりございます。米良教育長。 

●教育長（米良 隆夫君）  はい。では失礼します。４番議員、加賀山議員の答弁の中で山の子と海の子の交

流会という表現をいたしましたが、これはやはり不適切な表現の一つというふうに感じました。この事業は

山間部にある小学校と海辺近くにある小学校の交流事業として行われた交流会でございますが、山間部に住

んでいる子どもたちと海辺、海の近くに住んでいる子どもたちとの交流会というような表現に対して訂正さ

せていただきます。大変失礼いたしました。 

◎副議長（森岡 勉君）  それでは一般質問を再開いたします。皆越てる子議員。 

○議員（１０番 皆越 てる子さん）  はい。それでは午後に入らせていただきます。上地区のですね石坂区

についてですが若干触れさせていただきます。９月１９日台風１４号の被害状況についてお話をさせていた

だきます。午前中ですね、停電いたしました。午後７時頃から水道が出ないという電話が、自宅に鳴り始め

ました。水のですね豊富な上地区に断水とは考えられないというようなことで私も考えましたが、水が出な
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いというようなことで、７時過ぎですね、上下水道課へ断水ですかというような問合せをしました。その後

ですね、区民の方から断水の告知放送はという問合せもありまして、上下水道課へ７時３０分告知放送の依

頼をお願いいたしました。しばらく待っていましたけども放送がないので、区民の方がですね、また再度お

願いされました。それで総務課長の自宅へですね告知放送の依頼をお願いしたものでございます。８時過ぎ

て告知放送がなされました。その内容をまた電話されました。断水のことは言わずに給水車が狩所公民館に

設置されたというのみであったというようなことでございました。その後ですね町長より８時３０分、断水

の件で御迷惑しておりますというような連絡が自宅にありました。それから断水が続きまして、石坂区より

２２日２リッターの飲料水３本が配布されまして、２４日夕方には水が出るようになり一安心することが出

来ました。蛇口をひねると押すと水が出る、本当にありがたいことです。断水の件では、洗濯も遠くのコイ

ンランドリーへ足を運び、乾燥のみの場合は安価で済みますが、洗濯ともなりますとお金もかかるというよ

うなことでコインランドリーの経営者の方にもっと安く出来ないものかという被害者の小言もあり、我が家

も断水しております、被害者ですよというようなことで、もの別れされたというようなことも耳にした次第

でございます。水道課の職員を初め、給水車作業に当たっていただきました職員の方々にはこの場をお借り

しましてお礼を申し上げます。また議員もですね、２４日には職員の案内により上水道の被害状況を視察す

ることが出来ました。ありがとうございました。そこでですね、めったにないことだと思いますが、時間外

に町民が告知放送の依頼をする時の流れについてお伺いしたいと思います。 

◎副議長（森岡 勉君）  山内総務課長。 

●総務課長（山内 悟君）  はい。休日、平日夜間外、夜間ですね、時間外での告知放送の要領ということで

すけども、放送する案件にもよりますけども当然これは重要性があるものについては、放送する必要がある

かと思います。平日、休日でも夜間は役場のほうは警備がかかっておりますので、代表のほうの４５－１１

１１番にかければですね、警備会社のほうに転送がなされます。で、警備会社のほうはその内容を聞いてで

すね、各担当課長のほうに担当課長もしくは担当者のほうに連絡が行くようになっております。総務課の告

知放送、行政放送の件につきましては、内容によれば私か総務課長補佐のほうに警備会社のほうから連絡が

来るということでこういう件で連絡がありましたということであれば、連絡先をお伺いしてですね、またそ

の方にまたこちらから電話をして、内容を確認して。それが真にほんと緊急放送すべきものなのかどうかを

判断しての放送になるということで想定はしております。 

◎副議長（森岡 勉君）  皆越てる子議員。 

○議員（１０番 皆越 てる子さん）  はい。分かりました。あるところではですね、告知放送によって人命

を取戻し、取り留めたということも耳に聞いておりますので、一応お伺いさせていただきました。そういっ

たことがないことを祈りながら、次の質問に移ります。台風１４号でですね、シンボルロードも一部道路が

崩壊しどうなるものかと思っていましたら、県としても復旧も早く取りかかっていただき、昨日は土のうも

ですね４段５段積まれ、黒から青の色へと変色し、遠くからはっきり目につく色となり、復旧の兆しが見え

道路も歩いて通れるようになり、完全復旧まであと一息という感じでございます。そこでですね、１０月３

日それぞれ教育委員会、建設課、農林振興課災害の状況あわせて復旧への取組等を説明いただきましたので、
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その後の復旧状況をお分かりであれば、お伺いいたしたいと思います。 

◎副議長（森岡 勉君）  万江農林振興課長。 

●農林振興課長（万江 幸一朗君）  はい。現在の農林振興課の状況といたしましては、国庫補助金対応の災

害復旧事業につきましては、今週から農地農業用施設について査定の開始。また林道災害におきましても、

今月の中旬から査定が始まる予定で現在対応準備を行っているところです。そのほか単独で復旧を行うか所

の状況といたしましては、まず農地農業用施設につきまして被災した１９か所のうち、竣工したものが７か

所。また今回補正をお願いしているか所がありますが、その分が新たに１０か所ございます。それと林道等

につきましては２５か所のうち竣工したものが１６か所となっているような状況です。 

◎副議長（森岡 勉君）  酒井建設課長。 

●建設課長（酒井 裕次君）  道路及び河川につきましての復旧状況ということで私のほうから報告させてい

ただいて思います。まず単独事業、これは比較的軽微な災害でございますが、これにつきましては１２月を

目途に完了するということで今進めておるところでございます。それから補助で行う災害復旧事業。こちら

は比較的大規模なものになったりしますが、それにつきましてはこれまで査定を受けてまして、また今後も

国の査定を受ける予定でございますが、それで事業が決定しましたら、復旧につきましては、来年度以降に

なるかというふうに思っているところでございます。以上でございます。 

◎副議長（森岡 勉君）  はい。山口教育課長。皆さんのタブレットには教育課はございませんでしたけれど

も、これは掲載漏れでございますので、ここはオーケーでございます。はい、どうぞ。 

●教育課長（山口 宏子さん）  はい。教育課分としましては、あさぎり町立上小学校の北側の法面のほうが

雨によりまして崩壊したところでありますけれども、補正８号におきまして予算を計上いたしまして認めて

いただきましたので、現在工事について進めているところであります。また文化財のほうで深田阿蘇神社の

ほうがですね、倒木によりまして覆い屋のほうが被害を受けているという状況でしたので、その委託につい

て補助を今、申請をいただきまして手続をしているところであります。以上です。 

◎副議長（森岡 勉君）  皆越てる子議員。 

○議員（１０番 皆越 てる子さん）  はい。分かりました。それぞれですね担当課において、復旧に向けて

頑張っていただくことを認識いたしました。ありがとうございました。ではですね、課によっては繰越し事

業はあったんですけども、県との兼ね合いっていうのはスムーズにいっていますでしょうか。 

◎副議長（森岡 勉君）  酒井建設課長。 

●建設課長（酒井 裕次君）  災害復旧事業につきまして、ただいまですね昨年度の災害等も、今行っている

状況でございます。皆越地区にですね、集中しているということもございますので順番を追って進めるとい

うことで今年度発生分もすぐには取りかかれないということで、御承知おきいただければというふうに思い

ます。 

◎副議長（森岡 勉君）  皆越てる子議員。 

○議員（１０番 皆越 てる子さん）  はい。分かりました。それではですね１０月６日ですけども区長回覧

が我が家に届けられました。見ますとですね、台風１４号による上下水道基本料金の減免についてというお
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知らせでございました。この皆様には日頃からあさぎり町水道事業の運営につきましては、御理解と御協力

を承りお礼申し上げますというようなことで掲げておられます。この度は台風１４号によって浄水場までの

道路や倒木、土砂崩れにより寸断され、その影響により断水や濁りが続き皆様には大変御迷惑をおかけした

こと深くおわびしますというようなことで掲げられております。で、町としてもですね、１０月３日から１

３日木曜日にかけて９月使用分の水道使用料を検針いたしましたが、上記の被害を、上記の状況を考えまし

た結果１０月請求、９月ご使用分の下記基本料金について減免させていただくことにいたしましたというよ

うなことで、１０月１７日月曜日発送の納付書、２５日火曜日の口座引き落としにおいて御確認くださいま

すようお願いしますというようなことでございました。減免対象金、料金が上下水道基本料金税込みの９４

６円。下水道料金基本料金税込み１,３２０円。上水道を御使用の方というようなことで、お問い合わせ先

は上下水道課というようなことで、電話番号も示し回覧が回ってきました。そこでですね、堀角、今井区、

柳別府、柳別府区、神殿原区、平和区、石坂区、狩所区、永山区、皆越区の皆様へというようなことで、上

の北、川北地区全部が対象となっております。この対象となった戸数のは、どういった、被害がですね、地

区によってはですね、上地区では、石坂区狩所、永山区、皆越区が断水が起きたのではないかなあというよ

うな皆さんの声でございました。ですけども、断水や濁りってここに記載しておりま、ありますので濁りが

続いたので川北地区を減免の対象にされたかなと考えますけども、この全、川北全地区をですね、減免に対

象になった原因をお伺いしたいと思います。 

◎副議長（森岡 勉君）  鬼塚上下水道課長。 

●上下水道課長（鬼塚 拓夫君）  はい。ただいまの質問の件についてですが、まずその経緯といいますのは

議員のほうからおっしゃったとおり、回覧で１０月の６日の回覧ですかね、そちらでお知らせをしたんです

が、まず断水なり、今回覧には書いておりませんでしたが水圧不足ですね。それが１８日、９月の１８日か

ら２４日までの間に起きておりまして２４日に復旧はしたんですが、復旧した際にもちろん濁りもなんです

が、空気購入によりまして白く濁ると。人によっては空気なので影響はないんですが、濁りをとるために水

道出しっ放しする、出しっ放しにするということでその分について上水道の基本料金と、それが流れ込むも

んですから下水道の使用料金について基本料金を免除し、減免しようというようなことになったわけですけ

ども、議員言われましたとおり、当初ですね水圧不足とか断水が確認で出来ておりましたのが、石坂、永山

と狩所と皆越ですね。こちらを対象として当初はやろうということで考えておりました。ただ断水解消の際

にですね、白く濁ってうちも白く濁っているんだけどとか、断水なり水圧不足等が起きていた期間、うちも

水圧がなかったとかいうような話がですねこちらのほうにありましたもんですから、うちのほうでも川北地

区の管網図ありますのでそちらのほうを調べたり、あと数件ですね、ちょっと確認を行いましてその上で何

て言いますか隣近所、ま出ると、出ないというところの、お隣さんはもう出て、もう出てたというような話

もありまして、こちらでもですね、上の川北地区というのは新しく整備した管と旧の管もあるということも

ありまして、水厚がですねどこ、結局旧の川北地区の水がどこまで入り込んでいるか。ちょっと判断が出来

ないような状況だったもんですから、住民の方で取りこぼしがないようにですね、今回につきましては全体

を減免しようかということで、課内で話をしまして最終的には１０月の５日に決裁をいただきまして、６日
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の回覧に間に合わせたというような状況でございました。 

◎副議長（森岡 勉君）  皆越てる子議員。 

○議員（１０番 皆越 てる子さん）  はい。断水についてはですね、はっきりもう断水て確認出来ますけど

も、それとですね私もう地区によあらかたですね電話をしまして断水したですかとかですね、もう堀角とか

今井、柳別府、神殿原聞き取りもしました。同僚議員の中からですね、やはり断水したですかというような

ことで個人の方に聞き取りもされたようです。断水はしなかったというようなことで、意見をいただいたと

いうようなことです。で、濁りっていうのは難しい判断ではないかと思いますけども、その濁りが発生して

っていうような課長のお話でございましたけども、この濁りっていうのはどのくらい続くものですか。その

辺のとこをお伺いいたします。 

◎副議長（森岡 勉君）  鬼塚上下水道課長。 

●上下水道課長（鬼塚 拓夫君）  はい。濁りといいますのが２種類、大きく分けて二つあると思うんです

が、一つは先ほど言いました空気の混入による白っぽい水といいますか、そういう飲用については特段問題

ないものでして、もう一つは上、旧の上川北地区が砂ろ過といいまして緩速ろ過を利用して浄水しておりま

すけども、その緩速ろ過地の状態によりましては、若干ですね、濁り、濁りといいますかその成分が出てく

る可能性がありますので、その２つ川北、旧川北地区の水についてがちょっと濁りの原因だったというふう

に考えております。 

◎副議長（森岡 勉君）  皆越てる子議員。 

○議員（１０番 皆越 てる子さん）  はい。分かりました。あのですね町民の方は今回ですねいろんな意見

がありまして、何で川北全部減免だとか、おかしかなとかですね。停電しただけでかなあとかですね、ツケ

はすぐ帰って回ってくるもんなあとかって言われました。この私ちょっと分からないんですけども、被害の

状況はですね説明されましたけどもこの減免についてですね、担当課より説明はありませんでした。このい

きなり回覧版がまわって減免措置をするというようなことでございました。その間ですね、私が耳にしたこ

とは議会に説明しなくてもいいという課内での話でもあったように聞こえておりますので、まちづくりとい

うのはですね、執行部議会がお互いに向き合って町民の負託にこたえるべき方向性を目指し実践するもので

はないかと考えますが、議会とですね、向き合って執行部と向き合って、町民のために頑張ろうというよう

なお考えをお持ちであるかお伺いしたいと思います。 

◎副議長（森岡 勉君）  鬼塚上下水道課長。 

●上下水道課長（鬼塚 拓夫君）  はい。まず今回ですね１０月６日の回覧までにですね、議会に対しまして

説明等こちらのほうからですねすることなく、したわけですけども。先日の常任委員会なり全員協議会のほ

うでも、議員の方からもいろいろ意見をいただきまして、事前、今言われたとおり、執行部と議会との意見

をすり合わせてやっていくのが本当ではないでしょうかということを聞きまして、そのとおりであるかなと

いうふうにこちらも考えまして、あってはいけませんが今後、こういった災害大きな災害とか、起きた場合

につきましては、まず災害がの状況を報告といいますか。そういったことをやりまして、いろんな意見を聞

きながら対策のほうをですね、していくように今後やっていければというふうに考えております。 
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◎副議長（森岡 勉君）  皆越てる子議員。 

○議員（１０番 皆越 てる子さん）  はい。分かりました。私もですねその減免をするなとか、する、いう

わけでもありません。私たちがですね、私が懸念しているはですね水道料金の値上げなんですよ。令和３年

の３月１８日にですね、全員協議会であさぎり町水道事業経営戦略案が説明されました。前任者の説明では

ですね、令和９年度には料金の値上げも視野に入れておかなければならないというようなですね。そういう

ことを考えておかなければ厳しいだろうという予測が示されましたので、私たち議員もですね、町民に負担

の少ない町づくりを視野に入れて、何とかしてですね先延ばしをしている、考えている矢先に減免という回

覧でしたので、また私もですね本当に断水したところだけだったらいいのにというようなことでですね。も

うそこ辺のところを考えたときに全、川北全部をという懸念がしましたのでそこら辺はですね考えてしてい

ただければよかったかなあということを感じたわけです。やはり課長もその辺のところは御存じだと思いま

すけどもその辺のところのお考えもお伺いしたいと思いますが。 

◎副議長（森岡 勉君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  すいません今課長のほうにお尋ねでしたけども、私のほうからも少し説明をさせて

ください。確かにですね皆越議員言われるように、川北全部を減免したということについては私も責任の一

端があるわけですが、まず報告的には石坂、狩所、永山、そして皆越が断水しているという話を聞いてまし

た。それから少しそのエリア外のところでも、水圧が落ちてるとか断水とかが、すいません白濁があるとか、

いう報告を受けました。決裁するときですね、水道管の管の路網ですよね。が、はっきりと石坂区は石坂区

で、柳別府にはまた別の水道管が来てるとかですね。そういうものがあれば、分かりよかったんですけど、

どこまでがエリアなのか分からなかったということもありまして、ひょっとしたら我々に報告に入ってきて

ないところで何かがあってるかもしれないのでもう課長の判断で、課の人たちの判断でいきましょうという

ことで私も決裁しました。はい。それともう一つ今皆越議員が言われたように、災害があったときですね、

やはり災害の状況を、議員の皆さんにも伝えなさいっていうのは危機管理のですね、トップセミナーでも言

われてます。そういうことも勉強しておきながら、やらなかったのは私の不手際ですので状況に応じてです

ね、状況は随時変わっていくしいろんな情報が集まってきますが、適時必要なときにですね、議会の皆さん

にも緊急に集まっていただくことになると思いますが、今こういう状況ですというような報告はさせていた

だきたいと思います。そういうことで今回少しこう減免措置が広がったということはですね私たちも今後ま

たよく検討して、今後まずその断水しないようにすることが１番ですけど、万が一あったときには、そうい

うところもきちんと対応できるようにしていきたいと思います。 

◎副議長（森岡 勉君）  皆越てる子議員。 

○議員（１０番 皆越 てる子さん）  はい。分かりました。はい、それではですね１０月２１日のこれ総務

建設経済委員会の資料ですけども、平山地区の対象戸数ですね１７戸。断水期間が９月１９日から２１日の

３日間です。で、岡原地区はですね、第一対象戸数が８３１戸で、岡原の第一水の断水期間が９月２０日か

ら２１日の２日間です。で、第２断水期間は９月の１９日から２２日で４日間です。で、上北地区は対象戸

数が１,００１戸で、ここにはですね、断水と減圧期間という記入してあります。これが９月１９日から９
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月２４日、６日間です。皆越地区は対象戸数が２７戸で断水期間が９月２５日から９月２６日間の２日間で

ございます。で、減免の金額は上水道の使用料金約１９０万、下水道料金の約１７０万というようなことで

ございますが、この確認ですけども、課長これで間違いはないでしょうか。 

◎副議長（森岡 勉君）  鬼塚上下水道課長。 

●上下水道課長（鬼塚 拓夫君）  はい。ただいまの資料がですねその当時のといいますか資料でございまし

て、最終的にはですねちょっと若干戸数が変わっております。上の川北地区が１,０１９戸。と皆越地区は

変わらず２７戸。岡原の第１と第２を合わせまして８４６戸と、須恵地区の平山地区、須恵の平山地区につ

いては１７戸数値は変わっておりません。 

◎副議長（森岡 勉君）  皆越てる子議員。 

○議員（１０番 皆越 てる子さん）  はい、。分かりました。このですね期間を見てみますと、２日間、３

日間、４日間ってそれぞれ異なっておりますがこの減免については、一律されたのでしょうかお伺いいたし

ます。 

◎副議長（森岡 勉君）  鬼塚上下水道課長。 

●上下水道課長（鬼塚 拓夫君）  はい。期間ばらばらで減免の料金については一緒かということなんです

が、今回の場合はどれだけの水量、実際どれだけの水を出されたか。確認する方法がちょっとありませんの

で、統一統一的にといいますか、基本料金について減免ということで考えた次第です。 

◎副議長（森岡 勉君）  皆越てる子議員。 

○議員（１０番 皆越 てる子さん）  はい。分かりました。でですね、私この上水道課においてもですね上

下水道課においても、災害がないことを祈るばかりですが、いつ自然災害がですね発生するか分かりません

ので、災害見舞金制度のですね要綱とか規約の整備も必要ではないかなあということを考えてみましたけど

も、その必要性について課長はどのようにお考えでしょうか。 

◎副議長（森岡 勉君）  はい。暫時休憩します。 

 

休憩 午後２時０１分 

再開 午後２時０３分 

 

◎副議長（森岡 勉君）  再開致します。鬼塚上下水道課長。 

●上下水道課長（鬼塚 拓夫君）  はい。災害の見舞金のことについてということでの御質問だったかと思い

ますが、今上下水道に関しましては見舞金に関する条例なり規約なりですね、その辺はございませんけども、

２年前の豪雨災害の際に建物とかですね、そっちのほうで浸水被害とかあったところの見舞金とかありまし

た。昨年、昨年だったですかね岡原地区の水道、第１、第１配水区ですね。そちらのほうで給湯器のことが

ありましてそちらのほうは、時限的に対応はいたした次第ですけども、今後ですねそういったこともですね、

災害見舞金ということも考えて、ほかの件もありますので検討しながら、検討を一応したいと思います。 

◎副議長（森岡 勉君）  皆越てる子委員。 
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○議員（１０番 皆越 てる子さん）  はい。この減免について拒否された方はおられますでしょうか。 

◎副議長（森岡 勉君）  鬼塚上下水道課長。 

●上下水道課長（鬼塚 拓夫君）  はい。拒否された方はいらっしゃいませんが、数軒今月は納付書が送って

こなかったとか、いうことでお問合せをいただきまして、その際に、その減免の説明をして一応納得はして

おられたようです。 

◎副議長（森岡 勉君）  皆越てる子議員。 

○議員（１０番 皆越 てる子さん）  はい。そしたらこの減免の措置についてはもう、この１０月分の納付

書で終わりというようなことでいいんでしょうか。 

◎副議長（森岡 勉君）  鬼塚上下水道課長。 

●上下水道課長（鬼塚 拓夫君）  今回は９月の９月使用料分の使用分の１０月検針分ということで、終了し

ております。 

◎副議長（森岡 勉君）  皆越てる子議員。 

○議員（１０番 皆越 てる子さん）  はい。分かりました。私もですね減免について私なりに本当検証して

みました。そこで断水、濁り、減圧もしくは下水道という言葉が出てきました。断水はもうはっきり分かる

んですけども、濁りとか、減圧はなかなか把握しなく、把握出来ない現象だと思いますので、どうかですね

先ほど課長も、規程とかあれを作るっておっしゃった、いただきましたのでその検討をですね課内でいち早

くされて、町民の負託に応えていただきたいと思います。それとですね、やはり物価高騰で町民が困ってい

るときでございますのでどうかですね、皆さんで水道料金の高騰については、いろんなことを議論しながら

先延ばしできるように、皆さんで頑張っていこうではありませんか。それをもちまして私の一般質問を終わ

ります。 

◎副議長（森岡 勉君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  はい。こういうのは言い訳になりませんが、仕事をやっていく上でですね、本当に

後で振り返ったときにこの部分はもう少し精査してやらなければならなかったということを感じることもあ

りますし、今回のように皆越議員から御指摘をいただいて改めて反省することもあると思いますが、そうい

う反省を今後生かしていってですね、今回の断水がはっきりしてる区域とはっきりしてない区域、いわゆる

グレーゾーンのところの取扱い方についてですね。今後どうしていくのか、そこはしっかりと検討したいと

思います。水道料金につきましてもですね、それが今度の値上げにつながらないように。この後別の議員の

方からも質問が出てますのでそこでいろいろまた御説明することもあると思いますが、とにかくそれぞれの

町民の御家庭に負担がかからないような水道経営をやっていきたいと思っております。よろしくお願いしま

す。 

◎副議長（森岡 勉君）  これで１０番、皆越てる子議員の一般質問を終わります。 

◎副議長（森岡 勉君）  次に９番、永井英治議員の一般質問です。 

○議員（９番 永井 英治君）  議長。 

◎副議長（森岡 勉君）  ９番、永井英治議員。 
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○議員（９番 永井 英治君）  はい。９番、永井英治でございます。通告書に従いまして一般質問をいたし

ます。昨今の農業情勢につきましては、６月のですね議会でも質問したことでありますけども、今農業の１

番の課題であります農業用資材価格の高騰に対してですね、それからといいますか６月以降、国も様々な政

策を出してきているようですのでその辺りを含めながら今後の町としての農業の課題について質問いたしま

すので、よろしくお願いを申し上げます。そこでまずはですね、町長へ質問いたします。今年も早いもので

もう１２月になりまして、もう今は園芸作物やたばこにおきましては、来年のもう準備に取りかかっている

ところでございます。もうがですね、が、今年のですね、あさぎり町の農業全般についての農業、町長の御

認識をまずは伺いたいと思います。 

◎副議長（森岡 勉君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  はい。今年の農業の分はですね台風がありましたが、農業のほうの農作物には余り

大きな被害がありませんでしたので、また梅雨が今年は短かった影響もちょっとは聞きましたが、夏も温度

が気温が上がりましてですね、高温による被害も多少あったかと聞いておりますが、例年並みの作柄であっ

たというふうには聞いております。農業で私の認識という意味でちょっと今取り組んでることをですね、今

後取り組むことをちょっとお話をさせていただきたいと思うんですが。一つ目がですね、新聞の記事ば出し

てください。はい、今ここにですね新聞記事を出しましたが、これ熊日新聞の記事です。困窮世帯の家計改

善の支援として、家計簿の作成を今後指導しなさいというふうなことになってます。あさぎり町はもう３年

前からですね、診断士を入れていただいてその中でやはり農業簿記ということで、次の１ページめくってい

ただいたところにですね、農業簿記のセミナーが今度の土曜日から始まります。まだ応募はそう多くないそ

うですが、やはり今後農業経営をやっていく上で農業簿記を直接自分ではやっておられない、例えばＪＡさ

んに頼んで青色申告をされてるとかですね。そういうところをもう少し行政っていうか、農協さんと農家さ

んと３者が力を合わせて事務代行するようなところでもですね作って、日計表みたいなものを農家さんにお

金の出し入れを書いたものを渡していただいて、それをそこが整理しながらですね、農業簿記をつけていく

ことによって経営の内容が見えないかというようなことも取り組んでみたいなというふうに思ってます。ま

た次の次の次にですね、これも土曜日からですが診断士によってですね、今あさぎり町の農業を診断した結

果、どういうところに気がつかれたか。他のの先進的な取組の取組をされてる農家さんを診断士自らが研修

されてですね、特に県北の農家さん辺りを研修されて、それに基づいたセミナーも一応計画をしているとこ

ろです。それから次、次、次データーの３番目、スマート農業。それから今ちょっと準備しているところが

ですね、スマート農業といいまして、データー管理で農作物の収益を上げていく。ということでこれ宮崎の

コンサルタントなんですが、私が話を聞いたのは西都市のピーマンでしたけども、いろんな作物で成果を上

げておられるという方の講演をですね、情報化アドバイザーという国の制度を利用しまして勉強会をしまし

た。そこで行かれた農家さん、行けなかった農家さんから話を聞いたところ、もう１回してもらえんですか

って私は実は途中からだったとか、行けなかったとかということでですね。やっぱりこのデーターを管理し

ながら、やっていく農業によって収益を上げるとかですね、そういう取組もありますし、あとあと地域おこ

し、地域づくり事業協同組合のほうもですね、今日本たばこ産業のほうからおいでいただいた河上プロマネ
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とそれからあさぎり商社のほうでですね、今準備をしていただいております。一応こういう組織も決まりま

して、はい。今こういう組織も決まりました。代表理事には免田久鹿の吉田さん。理事が岡原の井上さんと

桑原さん、それから幹事に上地区の矢神さんになっていただいて組織をつくっていただいて、そしてまた組

合員とし、いうところで、そこの右のほうに８人ほど名前が挙がってます。これは今後増えていくと思いま

すが、こういう組織を立ち上げましてですね、事務局長には元ＪＡの和泉さんに座っていただいて、事務局

職員には地域おこし協力隊が２名決まりましたのでその方々にやっていただく。派遣職員を今後雇用してい

くわけですが、今の地域おこし協力隊の山添さんもここに入って頑張っていただくと。こういうふうにして、

農家さんの人手不足をやってもらいながらですね、この中から廃業される農家さんの後継者も探していけた

らなというふうに考えております。あとはもう一つ最後のはい。最後のがですね、地域活性化講演会という

のを１１月２９日に行いました。講師はですね、山都町の地域創生アドバイザーの下田さんという方で、山

都町は有機農業ですが、この方はお茶と米てやっておられる農家さんで有機農業をやったり、あるいは熊本

地震の後のですね棚田が傷んだり、あるいは通潤橋が傷んでるところをみんなで復興していったという方で、

この方の講演を聞いて、それから地域の頑張っておられる女性４名と一緒にパネルディスカッションを行い

ました。それを聞いてですね、参加者の中からも非常にいろんな御意見、質問が出まして、ぜひこういう女

性の会を継続してやってほしいということで継続することが出来たわけです。ちょっと永井議員の質問とは

そぐわないことになったかと思いますが、こういうことをですねいろいろこうやりながら、この地域の農業

をよくしていきたい。まだまだあさぎり町の農業は伸び代があると思うもんですから、そういうところをで

すね、私が自分の立場の中で、農家さんとか役場とか農協とかいろんな人たちと連携しながらやっていきた

いというふうに思ってます。今いろんな物価高とかの問題は、そこはそこで手当てをしながら、やはり体力

のある農家さんを作っていきたいというふうな考えで、そういう認識でおります。以上です。 

○議員（９番 永井 英治君）  議長。 

◎副議長（森岡 勉君）  永井英治議員。 

○議員（９番 永井 英治君）  はい。大変たくさんお話をいただきまして、もう私の何か結論が出たような

感じがいたします。でですね実際今のような前向きな農業といいますか農業に対する前向きな考えですね。

これは本当に必要だと思いますけども、実際ですね現場ではなかなかこう、そういったところの前向きには

とらえながらも前向きになかなか前、前に進んでいかないと、いけないという農家の実情をかなという、い

うよりも私が経験している今の実情がですね、そういったところもございますので、これからの質問につき

ましてはまたいろいろ現実に即したところの質問をしていきたいと思っております。まずですね、通告書の

１番に挙げております。町の農業振興補助金では、様々な振興策が講じられておりまして大変相当な効果を

私は上げていると思っておりますけどもその現状と今後の課題を問いますということで、まずですね農業振

興補助金の中には農業施設機械整備事業それから後継者育成支援事業、それに有機農業推進事業推進補助金

ですよね。こういった、いろいろなメニューがあります。今年度、この農業振興補助金の現状をですね、簡

単に御説明まず願えますか。 

◎副議長（森岡 勉君）  万江農林振興課長。 
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●農林振興課長（万江 幸一朗君）  はい。本年度の取組の現状といたしまして、まず農業用施設機械導入に

つきましてお答えをいたします。申請件数が６２件、そのうちに採択されたものが３７件。金額といたしま

して、１,９９７万２,０００円でございます。次に農業後継者育成支援金につきましてですが、令和４年度

現在新たに申込みがあったものが３名ですので令和２年度から始まっておりますが、累計で２０名というこ

とになっております。それから有機農業推進補助金につきましては、本年度申請団体が８件ございまして、

現在の支出金額といたしましては、上半期今年度の９月末現在ですが４３万円というような状況になってい

るところです。 

◎副議長（森岡 勉君）  永井英治議員。 

○議員（９番 永井 英治君）  はい。その中のですね国のその中の農業施設機械整備事業。これにつきまし

ては、今、国の農業施設、国からの農業施設や機械の補助事業ですね。今、いろいろあると思いますけども

担い手確保経営強化支援事業等などですね。なかなか今国の事業というのはいつからでしたかねポイント制

になりまして、なかなか農家、各農家にはなかなかその該当する農家が今現実少ないものと感じております。

そういった中でですねこういう町の単独事業で、こういう補助事業をやってもらうということは、大変私ど

も農家にとっても有り難いことだと感謝しております。しかしながらですね先ほど課長から御報告がありま

したように、申請件数が６２件でそのうちの３７件だったですか。はい。ですね、外されたというか、そう

いった人の中にはこの町、補助事業の一つの補助要件としまして農業所得に関する要件がありますよね。こ

のですねこの金額、個人経営専従者給与がない場合２５２万。専従者給与、専従者がおる場合はもう５０４

万とかそういう要件がありますけども、ここのところのこの金額の根拠というのはどこにありますかね。お

伺いいたします。 

◎副議長（森岡 勉君）  万江農林振興課長。 

●農林振興課長（万江 幸一朗君）  はい。今お尋ねの農業振興補助金の農業施設機械導入事業につきまして

の一つの要件であります所得要件ですね。これにつきまして、今から資料をお送りいたします。こちらにつ

きましては、本年３月２３日付けで告示したものをではございまして、変更に際しましては県の同意、他の

農業委員会、ＪＡに意見をいただいて町ホームページにも掲載をしているところです。で、この基本構想と

いうものはですね、昭和５５年に出来た法律、農業経営基盤強化促進法というものがございますが、この法

律に基づきまして、熊本県が基本方針を策定をしておりますがそれに習う形で改定があった際などにですね、

おおむね５年から１０年の間で町のほうもこの基本構想というのを立てて立てるような形になっております。

その中に認定農業者制度に関する記載というものがございます。この基本的な構想は第１から第５までござ

いますが、その中の第１農業経営基盤の強化の促進に関する目標。この中の農業の現状と進行方向というこ

とで、番号の３、下段のですね３番になりますが、年間所得、年間農業所得が主たる農業従事者１人当たり

２８０万円以上と家族経営の場合は、１経営体当たり５６０万円以上と。それから年間労働時間が１人当た

り２,０００時間程度の水準を実現できるものとしてっていう部分ですね。これにつきましては町で認定農

家、農業者の認定に係る基準としまして用いている数字であります。また更新の際にもですね、これに基づ

きまして経営計画のほうを立てていただきまして、それに沿った形で認定を行っているというところです。
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それでこの今現在実施しております数字といいますのが、この２８０万円と５６０万円ではなくてですね。

２００、この９割がけの２５０万円と５０４万円ということで実施しておりますが、当初ですねこの数値に

まず、令和２年度当初を合わせて実施をしたところです。しかしながら議員御指摘のとおり、なかなかその

申請してもこれに該当されない方というもいらっしゃいましたので、要件をですね、見直しまして、一応９

割ぐらいはということで、今の金額で令和３年度令和４年度に実施をしているところです。 

◎副議長（森岡 勉君）  永井英治議員。 

○議員（９番 永井 英治君）  はい。今県の基準辺りを用いられまして今は９割で町は考えているという、

考えているということで構いませんですよね。ですね。９割ですよね。はい。はい、それで結構ですけども

今も先ほども申しましたとおりここの要件になかなかその国の要件が１番厳しい、その次の町が、町がそれ

をすくってくれる。しかしながらそこにもかからないというようなですね、非常にやっぱり外されたってい

いますかその農家にとってはですね、何でここでまちっとうちはかからんとやろうかというような実情ので

すね、実際の話をされる方も本当におられます。そういったところをですね、これから先を言っていけばも

うその要件をどんどんどんどん下げてくださいっていうのはですねなかなか難しいかもしれませんけども、

そういったところもですね、今後の課題にと申しますか、検討を課題として、していただければなと思いま

すけども、そういったこの中にですね今度ちょうど先日全協におきまして、令和３年度外部評価結果の報告

についてということでですね、説明がちょっとなされました。その中でこの農業振興事業補助金の検討状況

が報告されております。今後の方向性としてはですね、改善。そしてあの中にはもうちょっとこう厳しいよ

うな書き方されとったと思いますけども、そういったことを踏まえまして一応今年度で３年間終わりってい

うことですよねこれは。令和５年度から新たにといいますかもう同じような事業ですでしょうけども、始ま

ると。そういったならばですねもう今、そういう新しいことを検討されておると思いますけどもその内容と

かは、報告出来ますか。 

◎副議長（森岡 勉君）  万江農林振興課長。 

●農林振興課長（万江 幸一朗君）  はい。まずお答えの前にですね、この事業の経緯のほうを少し説明を申

し上げたいと思います。過去の実績を見たときにですね、農業用機械のまず耐用年数というのが基本的に７

年。それから農地の集積や経営規模の拡大等を図るため機械導入における国庫補助につきましてはポイント

制となり、ハードルも高くなったことで採択を受けにくいということなどから、平成２９年度から令和元年

度の３年間で２億２,０００万円ほどの予算措置で実施をいたしたところです。それまではですね、おおよ

そ数百万円規模の予算でありまして、現在は年間予算額を２,０００万円として、一応実施をしているとい

うところです。議員からもありましたが、確かに国の国庫補助金とかですね、そういったものポイント制に

なっておりまして、採択されにくい状況にはありますが、年間数件はですね、の農家に対しては採択を受け

ているというような状況もあります。基本的にこの事業といういうのはですね、継続していくべきというこ

とは、私のほうでも考えているところです。ちなみに他町村の状況を申し上げますとこういった同じような

事業を実施している町村ですね。これは管内では、２町村というところです。しかしながら予算規模がです

ね、数百万円という規模でありまして、あさぎり町のようにですね、毎年実施しているものではないという
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現状です。ただ先ほど申し上げましたとおり令和２年度から今年度で３か年、一応なりますので、それをも

とにですね、今後また検討をしていきたいと考えておりますが、一応その内容につきましては他所の事例と

かですね、いろんなネット上でちょっと例規関係も調べまして、どういったことを実施されているかという

ことも、今現状調べている状況ですんで、まだ具体的にはですね、決定をしていないというところです。 

◎副議長（森岡 勉君）  永井英治議員。 

○議員（９番 永井 英治君）  はい。大まかに言いますと今課長の言葉で検討しているけども継続というよ

うな言葉も出ましたので、大変安心しております。今ですね本当に現実、担い手不足や高齢化に、農家の高

齢化によりまして農家戸数の減少でですね、田んぼを守ってくれる担い手農家はもうそれこそ、いや応なし

に面積が拡大しているのが現状でございます。この事業はですねそれぞれの農家の規模拡大を考えたときに、

どうしても規模拡大となれば農業機械、今の現状よりも大型の機械が必要になる。そういったときにですね、

本当に農家を少しでも補助してくれる大きく言えばですね農家をサポートしてくれるというような大変あり

がたい重要な事業だと、農業振興補助金、補助事業ですね。これを思っておりますので、これ是非ですねも

う令和５年からも本当外部評価結果ですか、あれはちょっと私見てですね、何かより厳しいこと書いてある

なというような感じを受けましたけども、今の課長の話を聞いてですね、少し安心しました。よろしくお願

いいたします。次の質問いきますので。はい。 

◎副議長（森岡 勉君）  質疑の途中ですが、ここで１０分間休憩いたします。 

 

休憩 午後２時３５分 

再開 午後２時４４分 

 

◎副議長（森岡 勉君）  休憩前に引き続き会議を再開いたします。農林振興課長より先ほど永井議員への追

加答弁がありますので、これを許可いたします。万江農林振興課長。 

●農林振興課長（万江 幸一朗君）  はい。先ほど説明の中でちょっと漏れてた部分がありましたので、報告

をしたいと思います。先ほど提示いたしました資料、農業経営基盤強化に関する基本構想ですね。その中の

金額ですが、他町村の状況も調査をし、いたしております。ちなみに県はですね４００万円以上。認定新規

就農者に対しましては２５０万円以上ということで設定をされておりまして、錦町におきましては３６０万

円以上。それから多良木町におきましては３００万円以上。安いところで言いますと相良村の２５０万円以

上とかですね。いろいろ、ここは市町村によって設定が出来ます。しかしながら今回のですね、うちのこの

事業を実施するに当たって何らかの基準が必要ということでこの数値を使っておりますが、県からヒアリン

グの際にですね、あさぎり町はもっと上げてくださいというお話をかなりされてですね。そういった状況の

中でも、町といたしましてはこの補助事業を実施するにあたってですね、それを上げてしまったらばもっと

該当者がいなくなるということで、どうにかですねあさぎり町の農業の産出額とそれから認定農業者の方の

数ですね。そういったものを根拠に県を説得いたしまして、今回のこの金額ということで、以前、前回これ

の改定をしましたのが平成２６年でしたが、それの金額と変えていないという状況で、県にも承認を得たと
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いうところでございます。 

◎副議長（森岡 勉君）  永井英治議員。 

○議員（９番 永井 英治君）  はい。今の答弁。頭がちょっとまだ整理はつきませんけども、とにかくです

ね、農業振興補助金を令和５年からまだ継続ということでその中でまた、検討していただきまして、より使

いやすいっていうような、余計に言えばすぐ下げていくということですよね。しかしそれが難しいならば、

いろいろお互いに考えて、やっていければなと思っておりますよろしくお願いします。はい。続きまして

（２）番の質問に移ります。まず農業用燃油価格高騰の現状とですね今後の課題を問うということでござい

ますけども、まず企画政策課長で質問をいたします。現在あさぎり町原油物価高騰対策本部が今年の春だっ

たですか、設置されておりますけども、それからの情報収集をするとかいうようないろいろな御答弁があっ

ておりますけども、それからの情報収集とかの現状はいかがなっておりますか。 

◎副議長（森岡 勉君）  荒川企画政策課長。 

●企画政策課長（荒川 誠一君）  はい。では、お答えいたします。対策本部の状況ですけども６月にです

ね、対策本部を開催しております。その後はですね、国の動向などを見ておりまして対策本部の会議は開催

していないところでございます。また各課からのですね、資料の提供のお願いも行っていなかったところで

ございます。報道などでありましたが、今月国の補正予算が成立しております。今後事業に対しまして、通

達などがなされると思いますので各事業の取組について、遅くなりましたが所管課に対しまして情報の提供

をお願いしていきたいと思っております。 

◎副議長（森岡 勉君）  永井英治議員。 

○議員（９番 永井 英治君）  はい。もうちょっと遅いですね。うん。やっぱりですね、私この対策本部を

設置され、設置するっていうお知らせというかあのあれがあったのは１番最初は、常任委員会だったですか

ね全協だったですかね。それからもう議会が６月の議会の時にも一般質問でちょっと触れまして、それから

まだ何もされてないということはちょっと遅過ぎますですよね。もうですね今年はですねもう結果がどんど

んどんどん出ております。自分のですね、これまた私事といいますか６月にもちょっとお知らせということ

で触れましたけども、たばこの灯油、たばこの乾燥シーズンが終わりまして、そのときにもう我が家とかい

ろいろなデータはもう１軒１軒の農家を調べるよりも１番簡単な共同乾燥組合です。その時のことをまだ去

年と今年、今年がどうなるんだろうぐらいしか多分私は言ってないと思いますけども、今年がですね農業用

灯油ですね。リッター１６円上がっております。でですねもう昨年から１９％の値上げですよ。これはです

ね、もう、一連あたりって分かりますかねとにかくリッター１６円も上がったらですね、もう本当に農家は

急々です。これはもう灯油だけじゃありませんね。Ａ重油でも園芸農家のＡ重油とか使われるところもです

よ。もうそこがですねもう本当、今、それこそですね、ボディーブローです。今年の私は聞いたところです

けども春メロンとかも、非常に成績がよかったということを聞いております。そして葉たばこもですね私た

ちのつくっている葉たばこもそれなり本当に昨年と変わらないような状況で、非常にありがたかったんです

けども、もうこういう経費がですね、どんどん上がってですね、これなぜこんな振込額が言えば、収益ので

すね、あれにすればえらい通帳に振込額が少ないなというようなことを考えていればそれ、そういったのが
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積み重なって、本当にもう農家にすればですね、本当これこれこそボクシングでいうボディーブローですね。

のようにどんどんどんどん後から後から効いていくと。そういったところをですねやっぱ把握するためには、

もう今、所管課に通達を出したというような話をされましたけども、もうもっともうちょっとこう早く早く、

やっぱりこういう情報収集はやっていくべきだと思います。情報収集をやって、そして国の政策がまたいろ

いろもう出ておりますよね。そういったところにも、もう町としての考えを出すのは情報収集であり、国の

国からの、国からの政策の収集もしなければいけないしですね。そういったところ、とにかくもう遅い遅い

と言っても始まりませんから、これから頑張ってこの対策本部でせっかく立ち上げておられるからですね、

これからもっとよろしくお願いしたいと思います。でですね、こういう、この次には肥料というところに行

くとですけども、何ていうか今回の私の質問は、先ほどの農業振興、あれも補助金ですよね。補助金補助金

を何かこう自分から農家に対して手当て、手厚くやってくれよというような何かお願いになっていかないよ

うに私は今回やろうと思っとったっですよね。しかしながらどうもしゃべっていけば、何か最終的には補助

金、補助金というようになりまして、どうもそこんところは何か胸、自分が言葉を探しても胸が痛いところ

も出てくるんですが、この次はですね、燃油高騰に対するですね、今、国とかもいろいろな政策は出してお

ります。しかしながら、そしていろいろな町村の動向を調べますとたまにはやっぱ燃油高騰対策という各町

村単位で、交付金といいますか補助っていいますか、そういった対策を打っておられるところありますけど

も、そういったところの今後の町としての対策等の考えがあればお願いいたします。 

◎副議長（森岡 勉君）  万江農林振興課長。 

●農林振興課長（万江 幸一朗君）  まずはですね、今対策本部のお話が出ましたが私も対策本部の中の構成

員ですので、ちょっと申し上げますと対策本部がそもそも立ち上がっておりますが、中々全体で取りまとめ

る作業っていうのがですね、出来ていない。それは我々もですね、現課のほうでそういった対策を情報を集

めながらですね、やってるところなんですが、それに基づいていろんな政策、支援をしていきたいと今やっ

てるところなんですが、それを最終的なところで、対策本部のですね企画課長へのつなぎがなかなか出来て

いない、いなかったというところもございまして、今後はちゃんとつないでいきたいというふうに思います。

それとですね燃油価格の高騰については、現在のいろんなものの高騰が始まったときからですね、１番最初

に感じていたところです。現在の状況というのが、これは農業物価統計になりますが、重油価格が令和２年

度比較で４１.７％。軽油につきましては２６.９％の上昇ということになっております。また今後、気温が

低くなれば園芸作物などへの影響というものが出てきますが、これにつきましては国の施設園芸等に対する

セーフティーネットがございます。これにつきましては県においても国の支援策があるということで追加の

支援等もなく、またこれにですね、町内での加入状況を申し上げますと、トマトとか、花卉、それからイチ

ゴ等のあさぎり町内の部会員数が、６５％ほどがこのセーフティーネットに加入されているというような状

況です。それから、農業用機械等で使用する場合の軽油につきましてはですね。これ県税なりますが、軽油

取引税免税制度というのがございます。こちらに対しても、対しましては、本年の６月末の時点でのデータ

になりますがＪＡで取引される方のデーターといたしまして、町内で７０名ほどの方が活用されている。１

リットル当たりの免税金額が３２.１円ということで、こういった状況もありますので今後も引き続きです
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ね、状況を注視しながら検討していきたいというふうに考えております。 

◎副議長（森岡 勉君）  永井英治議員。 

○議員（９番 永井 英治君）  はい。それこそ農家の各々の努力もですね、なかなか報われないというかそ

こまで達していけないというところもありますんで、先ほど言われました農林業、漁業セーフティーセーフ

ティーネットだったですかね。そういったことも本当にありますですよね施設園芸ですね施設園芸のセーフ

ティーネット構築事業とかですね、そういったところももう６５％というような農家戸数の割合を言われま

したけども、残りの方たちもやっぱりおられますですね。そういったところも非常に言葉を濁らすか、濁ら

すっていうか単刀直入に言えば、例えば先ほども各自治体の動向と言います言いましたけども例えばここに

宇土市とか八代市とか、実際これはもう葉たばこだけのことば言いますとですね、葉たばこ乾燥用と燃油価

格高騰対策給付金とかですね、そこそこで工夫をしながらやっておられるとこも自治体もあります。だから

ですね話今ちょっとたばこばっか言うもんでですね、ちょっと語弊があるかもしれませんけども、そういっ

たところも頭に入れていただいてですね、そういった情報も収集していただきながら、今後とも対策があれ

ば打っていただきますように、はい。お願いしたいと思います。 

○議員（９番 永井 英治君）  それでは続きましてですね３番の国と県は、肥料価格の高騰に対して農家へ

の支援策を講じているが、このことへの町のかかわり方を問うということで、これはですね、もっと今回支

援金を町が出しますという交付要綱もいただいておりますので、１点だけちょっと質問いたしますけども。

この交付要綱にですね、国のほうからのよく読みますと取組実施者は化学肥料の２割低減に向けて取り組む

ものというような文言がありますよね。で、これらは実際この何ですか。現場、この現場においてですね、

どういった確認をしたりするのかなというと１点だけちょっと質問いたします。 

◎副議長（森岡 勉君）  万江農林振興課長。 

●農林振興課長（万江 幸一朗君）  はい。お答えいたします国は２０３０年度までに化学肥料使用料の２

０％低減を政策目標として掲げておりまして、今回の肥料高騰対策支援事業につきましては化学肥料低減に

おける取組メニューの二つ以上に取り組むことが要件。令和５年度までに今取り組め取組を実施すればよい

ということになっておりまして、取組実施者、いわゆる農家ですが、令和６年度にですね、事業実施主体で

ある県の協議会、これは県の再生協議会になります。肥料の購入先であるＪＡさんとか、それから肥料販売

店ですね。を通して実績報告をする必要があります。その確認につきましては、県協議会がですね取組、取

組実施者、農家の５％程度を抽出をいたしまして現地調査等を、現地調査等行うこととなっておりまして、

農家につきましては関係書類の保管と、保管が必要であるということになっております。つまりこの支援の

申請は、ＪＡや肥料販売店を通して実施されますことから申請時に取り組むこととされた内容につきまして、

農家への指導的なものが必要ということで聞いているところです。また別にですね、我々が農政局にもお尋

ねをいたしておりますが、今申し上げましたところで現時点では、Ｑ＆Ａというところに記載をされている

ということでそれ以上の回答がなされなかったというような状況です。 

◎副議長（森岡 勉君）  永井英治議員。 

○議員（９番 永井 英治君）  はい。はい。今お話ありましたこれはもうここで課長に対してですね、いろ
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いろいうところでもございませんけども、普通ならばですね、化学肥料を２割低減とか考えますとイコール

肥料を減らせば作物の収量も減ってくる、ていうところで現場の農家はそう考えます。でですね、２割も減

らすとって２割減らせばそら収量が減れば何にもならんたい。高い、化学肥料は高いからと言いながらもで

すね、そういったところに頭が回ってですねこれはもうましてほんと本末転倒ではないかなと。それはもう

しかし、国の考えだからもう仕方ないことではありますけどもですね。だからこれが今度は、その先の有機

肥料。こっちのほうにつながっていくのかなと思いまして、この件もですねちょっとお伺いしたいと思って

おります。実際肥料価格はですね昨年からもう実際の自分たちのもう目の前で１.６倍とか、もう２,０００

円ちょっとの費用がですね化学肥料です。化成肥料ですね、がもう、もう３,６００円とか、いきなり上が

っております。ほんとにですねこれはもう来年になって支払うときになれば、もう先ほど私ボディーブロー

って言いましたけどボディーブローじゃありませんね、本当にノックアウトされるような経費の上がり方だ

と。本当に考えてですね、もう実際ここを乗り切るにはどうやったらいいのかと本当にもうこの国の政策、

そして町が支援してくれる、こういったところにすがらなければいけないのか。本当に何ていうか農家側と

すれば情けないかな、そんくらい思っております。しかしながらもこれが現実でございますので、もうこれ

も国際情勢に鑑みとかいろいろあってですね、自分たちがどうにもならないとこでございます。もう本当に

もう仕方ないことではございますけども、またこういったところも、もう今後ともですね、農家に寄り添っ

ていただければと思っております。 

○議員（９番 永井 英治君）  続きましてですね、４番の質問に移りますけども１１月１９日付けの農業新

聞に国は輸入肥料の高騰に対し、国内資源である堆肥や下水汚泥肥料の活用拡大を推進するとの記事があり

ました。このことの、このことへの本町の現状と課題を問うということで、まず球磨川流域下水道事業にお

きまして下水汚泥肥料が生産されていると思っておりますけども、先日の全協での上下水道課長の話ではこ

れは民間に委託して汚泥肥料を作っているということでございました。で、ここの現状といいますか分かる

範囲で結構ですから、汚泥肥料の現状、お伺いします。 

◎副議長（森岡 勉君）  万江農林振興課長。 

●農林振興課長（万江 幸一朗君）  はい。お答えいたします。今のお話ですが、行政組合が運営する施設と

して人吉市のアクアパークがございます。これにつきまして平成１８年度に開始をされておりますが、脱水

汚泥をペレット化してそれからその後、汚泥肥料として希望農家へ販売をされている状況です。これは１５

キロで１００円程度で販売をされておりまして、町内での利用状況といたしましてはですね、１１月末現在

で７.５％ほど。あとパークの汚泥肥料を利用されているというような状況です。今議員からありました、

下水道ですね。こちらはし尿処理施設、先ほど今申し上げました行政組合が運営する施設としてはし尿です

ので、下水道とまた違うんですね。それにつきましては町の有機センターですね、のほうで令和３年７月か

ら人吉市の水道局浄水苑というものがございます。これは下水道の処理場ですが、そこから処分料をですね

いただきまして、それをもとに自社製品と混合する形で利用をされているというところです。令和４年度現

在まで４８０トンほど受入れをされておりまして、今後新たな肥料の開発も考えられているというような状

況です。 
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◎副議長（森岡 勉君）  永井英治議員。 

○議員（９番 永井 英治君）  はい。よく分かりました。ですねこれはまず先ほど、化学肥料を減らすとい

うことは有機肥料は多分増えてくるだろうと、増えさせなければいけないというような国の考え方に基づい

て、私もそういったところの有機という言葉にはですね、非常に賛成するとこでございます。そういったと

ころに下水、下水私が言うのは下水の汚泥肥料だったですけども、そういったところに、また国あたりの政

策が目を向けていくというようなことでございますので有機農業というところの中にですね、そういったと

ころもよく考えて取り組んでいかれればと思っております。ですね、うちの町には先ほど１番目に農業振興

補助金の中でも言いましたけども、有機農業推進補助金というのがありますけども、今後ですね、肥料価格

の先ほどからも言っておりますもう、いろいろな理由で化学肥料に頼らない、堆肥など有機肥料の利用が高

まることが予想といいますか、期待をされていくものと思っております。で、現在の有機農業補助金はです

ね、有機センターの利用者に多分限定されていると思っておりますけども、その辺りのですね、今からの考

えというのは、何か課題といいますか、ありますか。 

◎副議長（森岡 勉君）  万江農林振興課長。 

●農林振興課長（万江 幸一朗君）  そうですね。１番最初に今年度の有機農業推進補助金についての実績、

現状での実績を申し上げました。これに関しましてはですねちょっと令和元年度から数字を持っております

のでそれを申し上げますと、令和元年度についてはですね、金額的にこれ年間なんですが、年度なんですが、

２５９万１,０００円。それから令和２年度につきましては１８２万８,０００円。令和３年度につきまして

も同じく１８４万３,０００円。と令和４年、今年度につきましては現在４３万円。しかしながら大体、下

半期のほうがですね、春肥に対してのほうが需要が出てくるということなんですが、そういった形であんま

り上昇傾向にないというところの現状もあるところです。先ほど申し上げました緑の食料システム戦略にあ

る国の２０３０年までに化学肥料使用料の２０％低減ということで、国のほうで政策目標として掲げられて

おりますが、今申し上げましたとおり利活用につきましては、中々厳しい状況にあるというような現状もご

ざいますので、今後も動向を見ていきたいというふうに考えております。また有機センターの利用に限定し

ている理由といたしましては、そもそも、有機農業の推進について有機農業について推進するということで、

他のの家畜のふん尿であったりですね、そういったものも含めたところで資源の循環の取組という考えで、

今現在運営をしていただいているというような状況もありますので、そこも含めたところでですね、今後も

動向を見ていきたいと思います。 

◎副議長（森岡 勉君）  永井英治議員。 

○議員（９番 永井 英治君）  はい。今後の動向を見るということで有機センターはですね、多分もう容量

的にも今がもう限度ぐらいまで行っておるんですかね、堆肥の。堆肥を作るとかそっちにいったらですね。

ちょっと私もそこのところちょっと分からないですけども、いろいろちょっと予想しますとえーとですね。

いろいろな畜産農家の話とかも聞きますとですね、もうそこに持っていかれない有機センターに持っていか

ない畜産農家の話ですよ。で、攪拌機とかそれは有機センターにしたらばまだ、その堆肥の何ですか作るそ

の機械とかば見せしたらば、ちょっと劣るかもしれないけども、攪拌機とかいってですねずーっとそういう



- 85 - 

設備投資をされたところの堆肥というのは、非常に良質な堆肥でありまして、実際マニアスプレッダー１台

何トンっていうのがちょっと分かりませんけども、何千円という単位で販売されている農家もおられます。

わざわざですね多良木あたりから買いにこられると。買いにこられても今度は、もうそこのそっちのほうが

面倒だから自分が振ってやりましょうと言って大型トラクターで大型マニアで引いていってでも、販売され

ているところが実際、これあります。でですね、そういったところにですね、そういうもしも有機農業補助

金というようなものがそこに、そういったところにも少しでも補助したらばどうなるんだろうというような

話をしたことあります。もしもそういったことが、有機センター以外の各畜産農家も交えたところになれば

ですね、その方たちもその農家の酪農家も畜産農家ですよね。畜産農家の方でも、まだいい堆肥をつくって

みせるというようなことをやっぱり言葉で出されます。そしていい堆肥を作って、そして本当に言えば悪い

堆肥は生とかになりますけども、いい堆肥を作れば、何の作物でも間違いなくいい。だから自信持ってそう

いったところは、今からまだ増えるでしょうと。自分の予想では、そういったところに何かの手だてをやっ

ていくことで、いい堆肥をつくっていい作物ができる。間違いなく化学肥料は減っていくでしょうねという

ような力強い話をされる畜産農家もおられます。そういったところでですね、うちは今ね有機センターの利

用されるところにしか大体補助金というのはなかったいなあというようなことを言いますと、難しいんでし

ょうとねと、その仕組みがですね。いうところで終わっておりますけども、そういったところをですねなあ、

何かもうちょっと先、いろいろ考えながら今ちょうどこういう国が政策を打ち出したっていうところで、も

っと積極的にですねこういったところ取り組むようなことが出来ませんでしょうかね。 

◎副議長（森岡 勉君）  万江農林振興課長。 

●農林振興課長（万江 幸一朗君）  はい。今、永井議員のお話を聞いており、聞いていて思ったのがです

ね、確かにそのとおりだなということも感じたわけですが。実際今農業経営の中で取り組まれていること、

耕畜連携っていうものがございますですね。あれにつきましては、基本的に金額が大体基本的には決まって

おりますが、産地交付金の枠内で設定ができる項目でありましてその状況によりましては金額がちょっと下

がってくるというような状況もありますが、そこについてはそういったことで、国からの支援金が来るとい

うこともあります。また別にですねそういった施設を例えば作るということで考えた時に、最近の農業新聞

の記事にもありましたが、ペレット化堆肥の製造設備に対する２分の１の補助というのが出ておりました。

これについてですね新規に、なかなかその新しいものを作っていくという考え方は中々多額の費用もかかり

ますし、大変だろうなと思います。ですので、もしもこれを利用すると、することがあるとするならば、や

はり町としては有機センターしかないのかなというような考えでいるところです。 

◎副議長（森岡 勉君）  永井英治議員。 

○議員（９番 永井 英治君）  はい。私もペレット化という、堆肥のペレット化ですね。これ文言かけてま

した多分入ってませんけども、そういったところもですね、本当に今言われたように、有機センターはそう

いったことができるという可能性があると思っております。こういったときに国の政策にですね、乗っかる

られればもうずっと乗っていくというようなことを積極的に取り組んでいって欲しいと思っております。い

つになるか分かりませんけどもですね。はい。 
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○議員（９番 永井 英治君）  ５番に移ります。ここ数年ですね、ＷＣＳ用稲等の面積が大変増加しており

まして主食用米の面積が減少しております。この大きな要因は米価の米の生産者米価のですね、下落である

と思いますけども、このことを町としてどう認識しておられるか。また何らかの対策が考えられないかとい

うことで、まずですね、その前に現在今年度、令和４年から水田活用の直接支払い交付金の交付対象水田が

５年間に１度も水を当てないならば、水を張らなければですね、水を張らないならば、その水田を交付対象

水田にしないということのなんて言いますか通達があっておりますけども、うちのあさぎり町でもですね、

これに該当するような可能性があるような水田の面積というのは恐らく畜産農家だけ、畜産農家のことだろ

うと思いますけども、大体面積が幾らとか分かりますか。 

◎副議長（森岡 勉君）  万江農林振興課長。 

●農林振興課長（万江 幸一朗君）  はい。それにつきましてはですねまさに本日ですかね、調査をするとし

たいということで農家の皆様方にですね、文書を発送しておりますのでそれの取りまとめにつきましては、

今後ということになろうかと。 

◎副議長（森岡 勉君）  永井英治議員。 

○議員（９番 永井 英治君）  はい。これはですね本当に先ほども言いましたけども畜産農家の牧草作付の

水田と思いますけども、実際私が知っとるところも例えばもう、２枚１枚が三反畝町を畦を真ん中を取っ払

って２枚６反にして、ちょっと段差はあっても６反ぐらいにして大きな農業機械をですねトラクターとか、

入れるのに便利なようにしてあるところも本当にあります。まして、そこに水利があるのが水田でありまし

て水利費も必ず払ってありますよね、畑、畑地に畑地化してもですよ。そこをですね国がそういったのを水

田と認めないとかいうようなことは本当おかしなことだと私は思っております。いろいろな県とか、もう町

単位でもこういったことをどうにかしてくれというような意見書をですね、国に対して出しているところも

あるようでございますので、とにかくこういったことはもう、もうちょっと融通を利かせるようなですね、

現場を知った人たちがそういったところに、何かこう手だてというか、対策というか融通を利かせるような

ことをですね、町からもどんどん進言していってほしいと思っております。はい。それでですね。今のはも

う別にいいですけど国民のですね米離れ、それからコロナ禍等の要因によりまして、大変米価が下落し、ま

た資材価格の高騰と農家にとっては相当の打撃でございますけども、このことを認識いたした上で何らかの

米に対する対策というのは考えられないか。お尋ねいたします。 

◎副議長（森岡 勉君）  万江農林振興課長。 

●農林振興課長（万江 幸一朗君）  はい。米の作付面積の減少と米価の下落ということですが、米の栽培に

つきましてはですね、これはそもそも農業の基本でありまして、食の源となる作物であるというふうに思っ

ております。御指摘のとおり近年、作付面積の減少に加え米価の下落が続く状況ですが、これは全国的な人

口の減少。それから少子高齢化。それから日本人における食文化の変化などが要因で、需要が低下している

ことに加えまして、新型コロナウイルスの影響によりまして、外食産業を需要の減少というのが原因という

ことで、結果として、米が余っている状況になっているために、米価の下落を招いているということにつな

がっていると考えております。現在の主食用米の作付面積の状況ですが、全国で５.２万ヘクタール。減の
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前年度よりも減の１２５万ヘクタール、減少率が４％。町内におきましてもですね、昨年度に比べまして３

５.８ヘクタール減少しておりまして、今年の作付面積８３７.２ヘクタールという状況で、こちらも同じよ

うな形で４％ほどの減という状況です。またこの作付面積の原因、減少というものに追い打ちをかけたと考

えられる国の政策ですね。これが平成の３０年度からの米に対する直接支払い制度の廃止であったと考えて

おります。一方で、対策を打って米の振興を図る。面積の図ることで、面積の増加が増加ということになれ

ば、余剰米が増えて、ますます米価の下落を招くという現状もございます。ですのでこれらの流れ、国の方

針に対して、町として対策を打つことは現時点では厳しい厳しいのではないかというところで考えていると

ころです。ただ例えばですね、商工業振興補助金とかにもありますが、米を高く売る方法として販路開拓と

いうものがございまして、その販路開拓を要する経費など農業におきましてはですね、今現在特例振興作物

や新規作物についての記載はありますが、現状例えば米とかですね。今まであった作物に対しては該当しな

いところとなっておりまして、町の農業の現状、これからの農業を考えた時に農家の方が積極的に取り組ま

れることを支援の対象としていくことが必要ではないかということも考えますので、そういったことも含め

まして、次年度のですね、農業振興補助金の中にそういったことも含めるということも検討をしてまいりた

いというふうに考えております。 

○議員（９番 永井 英治君）  議長。 

◎副議長（森岡 勉君）  永井英治議員。時間の配慮をお願いします。 

○議員（９番 永井 英治君）  はい。先ほどから検討よろしくお願いします。はい。今回の質問はですね厳

しい農業情勢というのはもう余り前向きな質問にはならなかったかもしれませんけども、こういうときこそ

ですね農家行政また各農業団体が一つになってあさぎり町の農業が生き残るように願いながら、一般質問を

終わります。 

◎副議長（森岡 勉君）  これで９番、永井英治議員の一般質問を終わります。ここで１０分間休憩いたしま

す。 

 

休憩 午後２時２５分 

再開 午後２時３４分 

 

◎副議長（森岡 勉君）  休憩前に引き続き会議を再開いたします。次に１１番、小見田和行議員の一般質問

です。 

○議員（１１番 小見田 和行君）  議長。 

◎副議長（森岡 勉君）  １１番、小見田和行議員。 

○議員（１１番 小見田 和行君）  はい。１１番小見田でございます。通告に従いまして本日はテーマを一

つに絞りまして質問させていただきます。この場の議運も控えておりますのでできるだけ簡潔に終わりたい

と思いますので、御答弁のほどよろしくお願いいたします。ではライフラインを担う公営企業の持続可能な

経営維持と財務シミュレーションについて伺っていきたいと思います。水道事業は、水道法において原則と
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して市町村が経営するものとされていて、平成２７年の全国の普及率は９７.９％とほぼ完了しております。

住民の生活に直結してその健康を守るために欠くことが出来ないライフラインであり、公衆衛生の向上や生

活環境の改善という観点からも公共性の強い事業ですが、サービスの提供について能率的な経営を促進しそ

の経済性を発揮させるために、公営企業として行うこととしてあります。水道事業を実施する事業体は多く

の地方団体で人口が減少するとともに、利用する水が減少することが見込まれることから、構造的に顧客が

減少し、販売量も低下傾向にあるマーケットに迎える企業とも言えます。事業全体としましてはこのような

料金収入の減少が見込まれる中にあって、これまで整備した施設の老朽化に伴う大量更新、耐震化、資源規

模の適正化、人材の育成による技術の継承、新技術の導入等にいかに対処していくかが経営上の課題とされ

ています。水道の老朽化が、老朽管が破裂すれば日々の生活に直接の影響を直ちに与えることから、より速

やかに対処することが求められるサービスです。水道事業も公営企業として料金収入を基本として、サービ

スの提供が求められるわけですが、経費負担の原則に基づいて一般会計から繰入れも続けて、繰入れも続け

られており、将来的に財政規律を働かせ水道事業の持続可能な経営維持のため財務シミュレーションについ

て伺いたいと思います。今回、１０番議員からも同様な質問があっておりますが、令和２年７月４日豪雨災

害により災害を受けました。また次、今年度９月１８日の台風１４号の襲来において、水道の浄水場及び取

水口において林道が寸断され、浄水場までの通行が出来なかったり電線が切れて停電や施設への濁流の流入

で復旧するまで断水が発生しております。これを受けて議会からも調査費の３００万をつけて調査をしてお

りまして、その内容につきましては１０番議員から質問がありますので、あっておりますので、これは割愛

させていただきます。今回ですねこの質問に当たりするに当たりまして前倒しで特に岡原、上地区につきま

しては、経営戦略の当初目標の前倒ししようということで要望がございますけど、果たしてその中におきま

して、いろいろ補助事業とか起債とかありますけど、その辺のもろもろの障壁についてクリアできるのかと

いう不安がございますので、これについてまずは伺っていきたいと思います。既存施設のですね、計画変更

に伴う補助事業、起債への影響はどのようなものか。具体的に申しますと繰上げ償還等が発生する場合の保

証料とかいろんなことで、少し不安がございますけどこの点についてはいかがなふうことになっているかお

答え願いたいと思います。 

◎副議長（森岡 勉君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  まずは私のほうから今小見田議員が述べられたことについてですね、概略御説明を

させていただきます。令和２年７月豪雨災害そして９月の台風１４号の被害で、岡原地区と川北地区の住民

の皆様には大変御迷惑をおかけ致しました。小見田議員からも幾度となく質問とか要望をいただいており、

その災害対応に当たるときにそのことが思い出されております。町も再編整備計画を立て、それに立ってそ

れに沿って事業を進めてまいりましたが、２度の災害を受け、議会からも次の出水期までに対策を講じるこ

とといった附帯決議もいただいておりますし３００万の調査費もつけていただきました。その対策について

は、また小見田議員からの質問に応じて担当課長から説明を行いますが、来年の出水期までに行う防災減災

の取組についてと現在コンサルタントに委託しております再編整備計画に基づき経営戦略の前倒しを検討す

ること、と二つに分けて事業に取り組んでいるところでございます。上水道の経営戦略の前倒しについては、
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国の支援をお願いするために１１月の国への要望活動の中で球磨郡９町村の要望事項として取上げてもらい、

厚生労働省の医療生活衛生局水道課長と対策室長にお会いし、あさぎり町の被害状況と災害に強い上水道の

整備についての支援をお願いしてきました。まだ概略の話だけのお願いで詳細な計画が立ちましたら、いろ

んな補助金の支援とか、そういうことにお願いに行こうと考えております。また財政の見直しとか、今後の

取組の方向として県の環境整備課水道係とそれから市町村課の財政担当者をあさぎり町においでいただいて、

熊本県の今後の上水道に関する方針等を説明いただき、持続可能な水道を整備していくために、長期的な視

点に立って水道施設の効率的かつ効果的な水道施設を管理運営することが必要不可欠であるという説明を受

けました。老朽化、先ほど小見田議員が言われました老朽化していく施設の更新、今回の災害を受けた施設

の強靱化、人口減少による収入の減少、職員の定数が今後減少していく中で職員の水道に関する専門的な技

術をどのようにしていくか。そのようなことを想定したときに専門的な知識や技術を有する企業と自治体が

連携して計画から施設整備、維持管理を包括的に管理する新しい組織づくりを検討していかなければならな

いときが既に来たのではないかと思われます。県の説明の中でもそのような説明がありました。水道施設を

計画的に更新し、その資産を健全な状態で次世代に引き継ぐことが現世代の我々の義務であると水道事業ア

セットマネジメントに書かれております。今度の２回の災害を受けて、災害に強い町民の生活に資する安全

かつ安定した水道施設の再整備計画を行う機会に今めぐり合ってるのではないかと考えております。具体的

な水道施設の再整備はこれからですが、適時、議会にも説明をしながら事業を進めてまいりたいと思います。

詳細は担当課長よりまた説明をさせていただきます。 

◎副議長（森岡 勉君）  鬼塚上下水道課長。 

●上下水道課長（鬼塚 拓夫君）  はい。まずはですね前倒しの実施の障壁となる、もろもろということでま

ず補助金の返還についてですね、お答えしたいと思います。厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処

分承認基準というものがありまして、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第２２条。こちらに

基づいて通常であればですね補助金を活用しまして施設を整備した場合、それを廃止した場合ですね、今補

助金の返還手続が出てくることになっておりますが、その中で申請手続の特例として包括承認事項というふ

うに書いてありますが、その場合は経過年数が１０年以上である施設または設備について行う財産処分。こ

れについては補助金の返還は必要ないというようなことがうたわれております。で、今回前倒しした場合に

特に岡原地区ですね。浄水設備とか、は須恵もですね。浄水場について廃止するようなことになるかとは思

う、思うんですが、その場合についても国庫補助金については返還の必要はないというようなことになって

おるかと思います。それから繰上償還についてなんですが、こちらはですねこれは財政、財務局の財政融資

資金の借入れに関する手続きの中でですね。これも国庫補助金と同様ですね、起債借入れをやりまして施設

を整備して、その施設を廃止した場合については、当然繰上償還になろうかと思いますが、その中で先ほど

補助金のほうで言いました補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第２２条。こちらに該当した場

合は、これ第２２条で厚生労働大臣ですかね。厚生労働大臣の承認を得ているというようなことで繰上げ償

還は行わなくてもよいというような解釈で従来の償還手続、償還という方法でやっていけるのかなというふ

うに考えております。 
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◎副議長（森岡 勉君）  小見田和行委員。 

○議員（１１番 小見田 和行君）  はい。以前、数年前こういう質問したときにですね岡原等の施設はまだ

新しいのでということで、その補助金の事業だ、内にあるのでなかなか難しいという話を聞いていたもんで

すから、このような質問をしたわけですけど、今の御答弁を聞いてですね、安心したわけでございます。今

度の事業をですね前倒ししていく場合に再編整備計画が以前立てられていると思うんですけど、その中にお

いてやはり通常ならばそういう前倒しする以前の整備計画ですかね。その辺に対する悪影響といいますか、

後回しになってこちらが先に進むということになろうと思うんですけど、それについての財源とか、計画に

ついては今どのような状況になっておりますでしょうか。 

◎副議長（森岡 勉君）  鬼塚上下水道課長。 

●上下水道課長（鬼塚 拓夫君）  はい。まず経営戦略の今年３月策定しました経営戦略ですけども、これが

策定してすぐにですね、今回災害、台風の災害ということで、前倒しをしなくてはいけない状況になったわ

けですが、そもそもといいますか、基本的な考えとしまして経営戦略のほうがですね、一応毎年の決算につ

いてその決算内容をまず分析して計画との乖離とかですね、その辺を分析を行いまして、また中間年度でで

すね、評価を行って検証を行ってまた改定をするというような手続になっております。今回の災害について

前倒し等を行うんですが、財務シミュレーションなどにつきましてはですね、当然分析を今度の決算を受け

て行うこととなりますけども、まだ計画の途中でありましてどの、何年度にどれぐらいの事業費があって、

既設の浄水場とかあたりの廃止についてどれだけの費用がかかってというようなことがですねまだ分かって

おりませんので、その付近につきましてはまずは来年３月の再編整備計画の見直しと、あと決算ですね、そ

ちらを見据えた上で分析を行っていくというふうな考えでおります。 

◎副議長（森岡 勉君）  小見田和行議員。 

○議員（１１番 小見田 和行君）  では次の２番に入りたいと思うんですけど自然災害による浄水場取水口

のですね近年の被害は特に山間部に設置してある施設に集中しているように思います。過去にもこのような

ことはなかったと思うんですけど、やはり気候変動に伴う時間当たりの降雨量の増加とか、森林の多面的機

能の低下によるものだと推察するものでございますけど、どちらにしても早急に人為的改善が難しいのであ

れば、ライフラインである水道施設を災害リスクの多いところに設置することはもう避けるべきで、既存の

施設についても計画的にリスク回避策をとるべきと考えております。経営戦略の方向性にですね強靱そして

持続的、安全な水を供給すると示されておりますけど、人口減少に伴う水需要の減少や施設の老朽化や維持

管理費の増加など投資と財政のギャップをどのように解消し、現世代と将来世代の負担の均衡を図るのか。

ライフラインを担う公営企業の延々の課題であり、解決策を常に求めるべきと私は考えております。この場

合ですね要は前に述べておりますように、当あさぎり町の浄水場また取水場、これを給水区域図で見ますと

きに山間部に存在している施設が幾つか数施設ありますけど、これに対しまして町の来年３月おっしゃいま

したかね、水道施設の再編整備計画の立案に当たって場所の移動とか、安全な場所にするような考えは今の

とこありますですかね。 

◎副議長（森岡 勉君）  鬼塚上下水道課長。 
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●上下水道課長（鬼塚 拓夫君）  はい。町内の先ほど言われました１７か所の浄水施設と２０か所の配水場

ですね、配水地ですね。これにつきましては言われましたとおり山間部に位置しているため、大雨時とか台

風などの災害によりまして被災する可能性がほかの施設に比べてですね、非常に高うございます。将来的な

施設の在り方については検討を必要とすべきというふうには考えておりますが、今現在の再編整備計画の見

直しにつきましては、岡原地区と上地区のほうを今考えておりまして、特に岡原地区につきましてはですね、

浄水場と配水地それぞれ山間部といいますか山に設置してありますので、そのリスク回避の面からもですね、

施設をどこまで、浄水場は廃止するにしても配水地をどうするのか。そのまま既設利用で何らかの対応をす

るのか、それとも山間部から下にといいますか、配置をしていくのか、その付近もですね財源とか、試算し

た上で一応計画をするようにしておりますので、また整備案が出てきましたら、御説明をしたいと思います。 

◎副議長（森岡 勉君）  小見田和行委員。 

○議員（１１番 小見田 和行君）  私が１番お尋ねしたいのはですね、やっぱそういう被災がまず特にライ

フラインである水道施設というのはもう、今回のように災害がもう１００年に一遍とか何十年に一遍じゃな

くて２年に、３年に２回あったような感じでございますので、今後もこういうことは岡原だけでなくてです

ね現地を見せていただいたときに上地区においてもですねやっぱ取水地の非常に山間部の非常に災害には非

常にリスキーなところに設置してあるのが見受けられました。これがですね経営戦略の目的はやはりそのコ

スト、ランニングコストを下げて、できるだけ持続可能な財源で、水道事業を継続しようというのが根本的

な狙いだと思うんですけど、やはりそういう災害に弱いようなところに施設を多く抱えていること自体が果

たして安定的な水の供給に将来的になるのかなと思うときにですね、やはり若干経営戦略とは逆行はするも

のの一時的な財源まず投資計画のほうがですね、財源計画とのギャップが生まれると思うんですけど、やは

りこの災害を受けて、考え方というのをですね少し考え、転換する時期が令和２年、令和２年度令和４年に、

そういう教訓を我々は受けたんではなかろうかと思ってるんですよ。配水地、浄水場は多分廃止ということ

ですけど配水地あたりの施設についてもですねそれから上地区の取水、表流水の取水場あたりも、やはりも

う経営戦略の中でやっぱり練り直す必要があるんではなかろうかと私は思うんですよ。だから、私言ってま

すように一応ここにも書いてますような経営的な採算ベースだけ考えるのか、それとも安定な水を供給する

ためのための財源をどう捻出するかについてのやっぱシミュレーションを将来的に将来、世代にも送る資産

ですので、その辺がやっぱり強靱な施設として次世代に送れるためには１回それの考え方を、ま１回立ち止

まって考えるべきではなかろうかと思って基本的な考えをお尋ねしてるとこでございます。 

◎副議長（森岡 勉君）  鬼塚上下水道課長。 

●上下水道課長（鬼塚 拓夫君）  はい。ただいま御質問ありましたとおり、現在の再編整備計画ですね、こ

ちらについては長期的な視点で効率的な水道施設の運営を行うためにアセットマネジメントの考え方を基本

にして今回の場合は施設の統廃合ということで、免田の水源から須恵地区それから岡原地区については、一

つの水源で複数の配水エリアを賄うというようなことでこちらについては補助対象事業というふうなことに

なるもんですから、財源的にも良い、余裕というかがありまして、なおかつ、施設を統合することで、将来

における維持管理費ですね、こちらについても縮減ができるのではないかというふうに考えております。ま
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た将来的な事業の経営についてということで、先ほど町長のほうからもですねお話があったと思うんですが、

県から今後の水道事業の在り方ということでこられまして、一応情報提供とかお話をいただききましたので、

その辺りでより有利な事業とかですね、民間活用とかも、民間活用というか官民連携ですね。その付近もあ

るかと思いますが、必要に応じまして、その付近については検討をしていきたいというふうに考えておりま

す。 

◎副議長（森岡 勉君）  小見田和行委員。 

○議員（１１番 小見田 和行君）  施設もですね経営戦略において水源も、吉井の水源からということで広

範囲に給水するような計画でございます。吉井浄水場のですね試験業務委託結果というのを、説明を受けて

おりまして１号井戸、２号井戸それから浄水場についての説明を受けたときですね１号井戸がもうかなり老

朽化してて付着物のため水戸が閉塞して取水能力は当初の半分ほどということと、井戸のブラッシングや高

圧洗浄を検討したが老朽化のため井戸を痛める恐れがあるということで、言われてですので、バルブが清掃、

閉塞したしたため交換したところ、用水量は増えたが付着物の剥離と思われる汚れが出たため現在を占めて

いるというようなことでですね、２号井戸のほうはそれほどないけどまだ調査は、してないということで報

告を受けました。最終的にやはり１日平均の配水量２,６１４立米をですね上回るため現在の再編計画では

上、今村、阿蘇、岡原第１の区画拡大は可能というふうな結論が出てるんですけど、これを岡原第２にまで

区画拡大をした場合に新たな井戸を掘る必要が、の必要があるというふうなことで結ばれておりました。こ

の新たな井戸ということで、ですね岡原にも災害用の移動をですね、これ多分、私ちょうど平成２４年にち

ょっと質問いたしましたときに答えていただいてるんですけど、そのときにな、何でここに掘ったのかとい

う話を質問しております。そのときに副町長、当時の副町長が答えられているのはですね、岡原においては

ですね非常に水が硬度が高いということで、湯沸器等に強い結晶の付着などがあって住民の要望があり新し

い水源を求める必要を感じたということで、新しい基本計画での優先順位をどう位置づけるかの根拠と思い、

試掘を必要と思ったというふうに、当時答えられております。平成２４年ですね。我々としましてもそうか

なあと思ったんですけどこの再編計画においてはもう吉井の井戸からということでございますけど、この吉

井の井戸のさっきの調査結果から見ましてもですね、もう今のままの状況では岡原の第２のエリアまでは非

常に球磨弁で言いますがっついかなというぐらいの感じで、余裕がないような揚水量ということが大体推定

出来ますので、新しい井戸を掘るということでございますけど、新しい井戸掘った場合にですね、区画拡大

をしたときのやはり、やっぱ防災的なエリアの広範囲に維持することがですね、経営戦略上のコスト的には

安上がるんですけど、もしそこが何かの原因で、取水が不可能になった場合には、広範囲に断水を及ぼすと

いうこともあるわけなんですよね。その辺のところがやっぱり今後の防災上のインフラ、特にライフライン

に対する考え方をやはりちょっと考え直すべきではないかと私は思うわけで、分散は確かにコストはかかり

ますけど、リスクを分散することにもつながると思っておるもんですから、それについては今どういうお考

えをお持ちでしょうか。 

◎副議長（森岡 勉君）  鬼塚上下水道課長。 

●上下水道課長（鬼塚 拓夫君）  はい。確かにですね、今回の再編整備計画で免田水源から須恵と岡原、同
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じ水系にしてしまった場合に、免田の水源がもし駄目になったらといいますか、何らかの事由により配水が

出来なくなった場合にはですね、当然３地区全てが断水というようなことになるかと思うんですが、今のと

ころうがですね先ほどお話しました補助事業の活用ということで、あくまでも岡原については免田の浄水場

からの配水を行うということで今補助金、補助対象ということで事業を行っておるもんですから、もし、例

えば岡原断水になった場合ですね、岡原地区につきましては現在使用しております非常用の井戸ですね、そ

ちらのほうを有効利用させていただこうかなというふうには考えております。ただし今がですね、井戸は通

常そのまま、そのままといいますか何もしない状態で災害が起きた時に仮設として配管を行いまして消火栓

から本管のほうに水を入れているというような状況になっとるもんですから、年度内にですね仮設配管につ

いてはもう廃止しまして、常設でもう道路、道路内にですね、配管を埋設しまして災害起きた場合にはもう

すぐ使えるように、仕切り弁、仕切り弁操作ですぐつなげるようにですね対応していきたいというふうに考

えております。あと免田の水源のほうがですね、先ほど今の状態なら岡原第２までは、何とか数字上はです

ね、ぎりぎり賄えるのかなというようなことでありますけども余力も必要でありますので、免田水源につい

ては再編整備、試掘試掘じゃない。試験井戸を試験したときですね、に報告にありましたように新しく井戸

を掘る必要があるということでしたので、新しくですね、第１水源については掘り直しを行いまして、配水

地についてもですね、３地区に配水をすることになるもんですから増強が必要になってくるのかなというふ

うには考えております。 

◎副議長（森岡 勉君）  小見田和行議員。 

○議員（１１番 小見田 和行君）  はい。補助事業ということでやはり出水、浄水場も集約、統合していく

ことが条件だということだと理解してるんですけど、新しい井戸、災害の井戸があそこにあってですね、ま

た日量１,０００トンという、平成２４年のときの報告では良質で余りこうろ過することも要らないような

水の日量１，０００トンが出るということで伺っておりました。そういうことであるならばですねその災害

用井戸からのバックアップ用の体制もとりながらということだと、かなり安心はするわけなんですけど、今

災害井戸ですね採掘してある現場がですね、これ町のものではないだろうと思うんですよねで、掘ったこと

は町が掘った試掘したんですけど、その辺のところの所有権とか利用権とか、やはりそういうの取決めとい

うのは現状どうなってるのか、今後そういうふうに本管にちょっとむき出しでのパイプを配管していただい

てですね、いろんな災害時は非常に助かってるんですけど、それを地下に埋設して本管につないどいて、も

し何かあったときそれを使っていただくというような御答弁だと思うんですけど、その際将来的にそれを使

い続けていくならば、その辺のところのやっぱり法的な契約ですかね、それがどういう状況になってるのか。

今後、その辺のところも契約を取り交わしてですね、今の地主の方とですね、していくべきではなかろうか。

それと、固定資産台帳あたりにやはり井戸自体の搭載があるのかないかもちょっと分かりませんけど、それ

のところのやっぱ整備もすべきではないかと思ってるんですけど、いかがでしょうか。 

◎副議長（森岡 勉君）  鬼塚上下水道課長。 

●上下水道課長（鬼塚 拓夫君）  はい。災害用井戸につきましてはですね、平成２３年から４年にかけてで

すね試掘をされておりまして、その当時、その期間ですね、試掘の期間につきましてはその地権者の方と借
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地契約を結びまして借地料を払ってですね、試掘した経緯がございます。終了した後がですね、原状復旧と

いうことにはなってるんですが、地権者の方が土地を原状に回復させることが適当でないと認めたときは現

状のまま返還することができるという条項がありましたので、それで埋めたりとか、そういったことをせず

にそのままの状態で引渡しをされているというような状況でした。今回ですね、令和の２年ですね災害時に

改めてまた非常用井戸を使用させていただくときにですね、土地賃貸借契約を結んでおりまして、その中に

ですね、賃貸借の目的ということで土地を災害時並びに緊急時における予備水源として土地を使用すること

とする、というようなことで、条項を設けておりますので年間を通じてですね土地の賃借はしておりますが

有事の際には、災害用井戸を使用していいということで、地権者の方には了解をいただいておるところでご

ざいます。それともう一つ、井戸の固定資産台帳に登録が整備をするのかどうかということにつきましては

ですね、井戸についてはもう試掘をして地権者の方に引渡した段階で町にはもう所有権はありませんので、

台帳のほうには登録はしておりません。 

◎副議長（森岡 勉君）  小見田和行議員。 

○議員（１１番 小見田 和行君）  これは上水道に接続するということであればですよ、やはり井戸は民間

の井戸ということなりますよね、試掘した状態で地権者に渡してあるということを今聞いたんですけど。や

はりそれは町として所有する必要はないのでしょうか。単なる１０年２０年、ぐらいのスパンではないと思

うんですけど、それをそういうことを鑑みた時にはいかがなものかなっていう、逆に買戻してでも町所有と

してそこだけを。そして土地のその敷地を使うんでそこだけはその賃貸借をしなければいけないと思うんで

すけど、その井戸自体の井戸本体については、町所有にする必要はないのでしょうか。 

◎副議長（森岡 勉君）  鬼塚上下水道課長。 

●上下水道課長（鬼塚 拓夫君）  はい。今議員言われたとおりですね井戸自体については町所有しなくても

いいのかということなんですけども、先ほどちょっと御説明しましたけどもこれは何年か。平成２３年です

ね。２３年当時に賃貸借契約の中で現状のまま返還するというふうなことがうたわれておりますので、もち

ろんその中に入れるポンプとかですね、それにつきましては町の所有のポンプを入れますので資産登録はす

るんですけども、ポンプそのものということになってくると賃貸借契約書に基づいて返還をしておりますの

で、そこについては町のほうからその所有者の方にですね、そこまで言えないのかなっていうのもありまし

て、もしするんであればその部分の土地について買収するとか、そういった方法しかないのかなというふう

には考えますけども。 

◎副議長（森岡 勉君）  小見田和行議員。 

○議員（１１番 小見田 和行君）  当時のですね井戸掘ったときの経費が多分５００万というふうに書いて

るんですけど大体それぐらいを投じて掘ったということで聞いておりましたので、それをそのまま民間の方

に譲っているということですよね。はっきり言って。だから、そういうところが安定的な水の供給が継続的

になされるんであればですねそういう契約の仕方でいいのかなとは思うんですけど、それについては後でい

ろいろ悔いが残らないような対策はぜひとも検討していただきたいと思っております。大まかにこういうこ

とで何ですかね、こういう水路の今後の在り方については見えてまいりましたけど、将来的にですね今アセ
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ットマネジメントを進めながら、今国が進めてますＰＦＩとかＰＰＰとかコンセッション方式などというこ

とで今推進されておりますけど、このあさぎり町の水道事業においてですね、こういう民間のノウハウを使

ったり、資本を使ったりをすることでのコスト削減についてですね、その可能性を今現時点の水道事業経営

されてて、どのようなふうに展開できるのか、その可能性についてはいかがお考えでしょうか。 

◎副議長（森岡 勉君）  鬼塚上下水道課長。 

●上下水道課長（鬼塚 拓夫君）  はい。今後の水道事業の経営についてということで、先ほどもちょっと話

しました官民連携についてですね、先日県のほうから来られて、その件もまさに説明をされてですね、全国

の先進事例を交えまして、官民連携についてこういった手法がありますというようなことで話をされました

けども、その中でもコンセッション方式ですかね、計画から最終的な施設の整備から維持管理まで１０年２

０年のスパンで契約をしてやっていくと。その場合にはもう民間のノウハウを活用して、民間のノウハウと

資金ですねを活用してやっていくというようなことで話がございました。あさぎり町としてもですね、今、

今回岡原地区の整備をやることになっておりますが、このコンセッション方式とかですね、民間活用になっ

てきますと仕様書作成に数年かかると。そしてそのあと業者を選定してそれから建設を行って、維持管理を

行うということで、今回についてはですね岡原地区の整備について、そこで、それを活用した場合、時間的

な余裕がある、あるのか。その辺もですね、ちょっと検討した上で今後の水道ほかにも、ほかにもですね水

道施設たくさんあるんですけども、その辺のことも考えましてですね、今後の経営に経営を考えていければ

というふうに思います。 

◎副議長（森岡 勉君）  小見田和行議員。 

○議員（１１番 小見田 和行君）  はい。いろいろですね伺ってまいりまして、なかなかこういうインフラ

がですねもう今、今回は水道だけに特化いたしましたけど、かなり老朽化しているものを抱えながら町は財

政をですね財政と照らし合わせながら運営していくことで、特に地下に埋設してある水道管においてはなか

なか見えづらいんで、何かそういう予算的なことも大変だろうとは思うんですけど、やはり今度、断水を２

日３日経験しまして、水がいかに大切かというのはもう本当に町民はみんな痛切に感じておりましてですね。

本当に大規模な災害とか起きた場合に、全国で言いますと１か月ぐらいの断水とかあるわけなんですよね。

で、本当そういうことからするともう二、三日でもこういうことでもう多くさっきの１０番議員のおっしゃ

るようにですねそういう電話がかかってきたりして慣れておりませんので、できるだけそういうことになれ

ないようなインフラをですね、きちっと構築していくためにも、投資計画と財政計画をちゃんとしっかりギ

ャップをですね埋めながら、持続可能で住みやすいあさぎり町のライフラインの構築に全力を尽くしていた

だくことをお願いしましてこれで終わりたいと思います。 

◎副議長（森岡 勉君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  はい今鬼塚課長のほうから説明したとおりでございますが、今回いただいてる３０

０万の調査費を使いながらですね、取りあえずは、今、今回の、すいません。来年の出水期までにできる準

備はしっかりと、今、水道課のほうでやっております。それともう一つは、やはりさっき言われたように災

害に強い上水道整備をしていかなければならない。それも今調査費で研究してます。それともう一つは、今
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後この公営企業をどうやって運営していくか。収入が減ってくる、施設は老朽化していく。その中で上水道

の技術というのは、結構レベルが高いと私思うんですね。それなれば、もうあさぎり町にもその専門職を置

かないと。とてもやっぱり定期異動でかわってやっていける事業ではない。ということでですね、やはりも

う企業、先ほどちょっと鬼塚課長も触れましたがまだ決定でもないし、また議会のほうにも何ら相談もして

ないことですのでまだ調査の段階ですけども、やはり民間企業と一緒にやっていく。もう計画から整備から

施設運営からですね。そしてまた、その資金的な面から。そういうものもですね今言われたように、ＰＰＰ、

ＰＦＩというものの説明も県のほうから受けました。そういうものも含めてですね、施設を運営していく、

そして健全な施設を次世代にバトンタッチする。そしてまた、強靱化で安全で安心な水を地域住民に供給す

る。そして経済的な負担をできるだけ軽減していく。そういうふうな方向でですね、いろいろ検討していき

たいと思ってます。今小見田議員から言われてることは、私がここ４年間もずっとお聞きしてることですの

で、中々それに対してですね、明確な答えが出せてませんが、今回、先ほど言われましたように３年間で２

度の災害を受けて、これがいい契機になるんではないかと。逆にこれを契機にやっぱり、取り組んでいかな

ければならない事業だと上水道の担当職員たちと、私も情報を共有しながらですね、取り組んでおりますの

で、ぜひまた、それぞれ報告もし、御指導もいただきながら進めていきたいと思いますのでどうぞよろしく

お願いいたします。 

◎副議長（森岡 勉君）  これで１１番、小見田和行議員の一般質問を終わります。以上で本日の日程は全部

終了しました。本日はこれで散会いたします。 

●議会事務局長（山本 祐二君）  御起立ください。礼。 

 

午後４時１９分  散 会 

 


